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はは�� じじ�� めめ�� にに��

この交通安全実施計画は、交通安全対策基本法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の

規定により、令和３年度に策定した第 ��次島根県交通安全計画（計画期間：令和３年度～令和

７年度）に基づき、島根県及び国の指定地方行政機関が令和４年度に行う島根県内の陸上交通

の安全に関する具体的な施策について取りまとめたものです。�

第 ��次島根県交通安全計画では、令和３年３月に設定された国の「令和７年までに ��時間

交通事故死者を �����人以下とし、世界一安全な道路交通を実現する。」という目標を受け、人

命尊重の理念に基づき、交通事故のない島根を目指し、各種の施策を着実に推進することによ

り、令和７年までに年間の交通事故死者数を ��人以下、交通事故重傷者を ���人以下、高齢者

交通事故死者数を全死者数の半分以下に抑えるという具体的な数値目標を掲げました。�

令和３年の県内の交通事故発生件数は ���件（対前年＋��件）、交通事故死者数は��人（対

前年－８人）、うち高齢者死者数４人（対前年―��人）、負傷者数は ���人（対前年＋��人）、

うち重傷者数 ���人（対前年＋２人）であり、��年連続で減少していた発生件数・負傷者数は

増加に転じました。�

第��次島根県交通安全計画で定めた目標を達成するためには、本県における交通事故の特徴

である高齢者が関係する交通事故の抑止を最重点におくほか、道路交通環境の整備、交通安全

意識の普及徹底、高齢運転者を含む運転者教育の充実、交通実態に即した交通規制の実施、救

助・救急活動の充実、被害者支援、さらに鉄道交通の安全など、総合的な諸対策をこれまで以

上に推進する必要があります。�

また、令和３年度に引き続き新型コロナウィルス感染症の予防・拡大防止のため、３密（密

閉、密集、密接）の回避などを考慮しながら、交通事故抑止に向け諸対策を推進するため、各

機関･団体が連携し対応していく必要があります。�

令和４年度も島根県及び国の指定地方行政機関相互の緊密な連携の下で、この計画を着実に

実施することによって交通事故のない安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。�
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 等における の安全 安 な 行

の 項大項 道 交通 の

「 」の に った、安全で な 行、 行のための道 を推進する。

道 における を し、交通の安全と を るため、 行 対策及び 道 対策を推進する。

道 における交通安全対策の推進 事項

道 における 行 や 用 の安全な通行を するため、「 」の 置を推進するとと

もに、「 」等による 速度規 と 等の な 合 による「 」の

について、道 と公安 会が し、速度 対策の 実を るほか、 道の 、 の 置

、 号機の 度 や のLED 等、道 の 度 等の安全対策を推進することに

より、 な交通を し、交通事 の を る。

道 を に 号機や 号機等の や、道 や交 が することの

の 、 行 の通行区 の 等を進めることにより、 行 や 用 の安全な通行

を する。

୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ

┴㆙ᐹ㏻つไㄢ

通 等における交通安全の 事項

通 等における交通安全を するため、「通 交通安全 」等に基づ 定期的な合 の

実施や対策の 実等の 的な を するとともに、 を に が 的に 団で

する の 安全 等の を 、道 交通実 に じ、 、 会、 、 等の対

施 、その 機関及び道 等の関係機関が し、 の から必要な対策を推進

する。

୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢࠊ┴㟷ᑡᖺᐙᗞㄢ

┴ᩍጤᩍ⫱ᣦᑟㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ

、 がい 等の安全に する 行 等の 事項

事 等による と て、 、 体 がい 等の公共交通機関を 用した の の 進

に関する （い る「交通 」）に基づ 「道 の の 方

に基づき、 な 行 を した 道の に努めるとともに、交通 基 定事

計画 のほか、「 を に 号機 表 機 行 用 や

（ 道上 の の ）の 、道 の 度 等による 行 の

を推進する。

た、 、 、 の い 道、 の りを する。

୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ

┴㆙ᐹ㏻つไㄢ

－ 1－



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

速道 の更なる 用 進による 道 との

機 項大項 道 交通 の

速 道等から 道 に る道 を体 的に し、道 の な機 を推進す

る。

道 の

規 道 等の を推進し、道 に じた な交通 を できる道 成に努め、

道 の な機 を推進する。

行 、 の 道 対策

速 道等、事 の い道 用を 進する一方、 道 においては、 速度の や通 交

通を し、 行 、 の道 交通の 成に努める。

୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㧗㏿㐨㊰᥎㐍ㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢ

┴㆙ᐹ㏻つไㄢࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫୰ᅜᨭ♫

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 における交通安全対策の推進

項大項 道 交通 の

事 を め 事 の い区 や、地域の交通安全実 を た区 を 的に 定し、対策

では「成 を上げる 」を推進するとともに、 等の を 用した

的 の対策な 、きめ か 的な事 対策を推進する。

た、 速 道等 においては、 に対 すべき交通安全対策を総合的に実施する から、交通安

全施 等の を計画的に進めるとともに、 な道 の 道 交通 報の 等を 的に推進し、

安全 準の 、 上を る。

らに、一 道 に べ安全 の い 速 道等の 用 進を るほか、 に に かりや

すい 対策に り 。

（ 速 道等とは、 速 道とこれに 行する一 道の 用道を す。）

事 （事 区 作 ）の推進 事項

県 の交通事 が している区 、 年、 大交通事 が した区 等、 な を交通事

や地域の 等第 の意見を に「事 区 （ として 定し、 的 計画的に交通安全施

策を実施する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 における交通安全対策の推進

項大項 道 交通 の

事 対策の推進

道 と公安 会が に し、 事 の い 道 の区 及び交 について指定してい

る「交通事 」において 号機の や 号 の 、道 の 度 等、 的な交通事

対策を講じる。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

交通事 対 事

道事

道事

一 事 道 が行う交通安全事 の で に道 の に関する事 で、 体的には 道、 行

用道 、 道、 行 道、 行 用道 、 道 、地下 道、 、交

、 の 、 、 の 、 及び 等の事

二 事 道 が行う交通安全事 の で に道 及び区画 の 置に関する事 で、 体的

には道 、 、道 、 、道 、 場、道 報 置、区画 、

場及び地 等の事

道 における交通規

一 道 については、道 、交通安全施 の 、交通 、交通事 の 等を しつつ、

交通規 の見 しを行い、その を る。

規 用の 速 道等については、道 、交通安全施 の 等を し、 な交通規

を実施するとともに、 用の 速 道等については、交通 の変 、道 の 等を総合的

に して交通実 に した交通規 を推進する。

た、交通事 、 等の交通 には、その に して 交通規 を 速かつ的

に実施し、二次事 の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

ྫ̑೧ࣰౕ ྫ̒೧ౕܯժ
ಕ࿑ඍרఈʤඨຬԃʥ ಕ࿑ඍרఈʤඨຬԃʥ
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 における交通安全対策の推進

項大項 道 交通 の

事 対策の推進

道 と公安 会が に し、 事 の い 道 の区 及び交 について指定してい

る「交通事 」において 号機の や 号 の 、道 の 度 等、 的な交通事

対策を講じる。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

交通事 対 事

道事

道事

一 事 道 が行う交通安全事 の で に道 の に関する事 で、 体的には 道、 行

用道 、 道、 行 道、 行 用道 、 道 、地下 道、 、交

、 の 、 、 の 、 及び 等の事

二 事 道 が行う交通安全事 の で に道 及び区画 の 置に関する事 で、 体的

には道 、 、道 、 、道 、 場、道 報 置、区画 、

場及び地 等の事

道 における交通規

一 道 については、道 、交通安全施 の 、交通 、交通事 の 等を しつつ、

交通規 の見 しを行い、その を る。

規 用の 速 道等については、道 、交通安全施 の 等を し、 な交通規

を実施するとともに、 用の 速 道等については、交通 の変 、道 の 等を総合的

に して交通実 に した交通規 を推進する。

た、交通事 、 等の交通 には、その に して 交通規 を 速かつ的

に実施し、二次事 の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 における交通安全対策の推進

項大項 道 交通 の

大交通事 の

交通 事 をはじめ、 会的に大きな を る 大交通事 が した場合は、速やかに当該 の

道 交通 等 の要 について するとともに、 要 に した 要の対策を に講ずることによ

り、当該事 と な交通事 の を る。

た、 大交通事 場における 地 会の 等を共 することにより、 の道 交通 の

を るべき を 見し、 大交通事 の を するための必要な 置を講ずる。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

に機 れた道 の

速 道等から 道に る を体 的に するとともに、通 交通の と交通の

的な 、 交通の を り、道 のない で安全な交通 を するための を推進する。
速 道等

安全 が い 速 道等の を 進し、一 道 の事 の を る。
県 道
一 道 号 大 、（ ） 市 区 な の 進を る。
道

の合 を るため、 道の は 道の による を行う。
道
道機 の 上を り、安全な 行を するため、 事 を行う。

୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㎰ᆅᩚഛㄢࠊ┴᳃ᯘᩚഛㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㧗㏿㐨㊰᥎㐍ㄢ

┴㒔ᕷィ⏬ㄢࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫୰ᅜᨭ♫

速 道等における事 対策の推進

事 区 のう に対策を実施すべき については、事 要 の な を行い、 意

、 、 の 等を 的に実施する。

道 上 に れていない区 については、対 のは しによる 大事 を するた

め、 、 区画 の 置による 施 の 上、 の

置等の 対策の を る。

た、 が期 れる について、 の 置を進める。

（ とは、 以 の道 の をいう。）

及び 行 、 等の り事 による事 を するための、 等施 では や

の 、 報 による 的な対策の に 、 等における を行う

等の掲 により安全 を る。

区 における 事 を るため、 報 の 的な 用を推進するほか、 等により

の を行う。

事 の を するため の 用及び 速 道における

による を する。

や を し、安全で な 行に するより い 行 の を るた

め、事 や による の 期 による 対策、 施 の を推進する。

道 用 の な にこた 、道 用 な道 交通 報を する道 交通 報通

（VICS）および Ｔ 等の を るとともに、 の 及び 用 の 上を る

ため、 、 等 及している 報通 を 用し に道 交通 報 を行う 用

の 上等を推進する。

二次的交通事 対策の推進

し は交通事 により の から し、 は にと った 等が に う

交通事 が を たないことから 等で が となった場合の や 表 の表 等の

置について、 報 や交通安全 を推進する。
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 における交通安全対策の推進

項大項 道 交通 の

等による交通事 対策の推進

速 道等

速 道等の （ ４年４ ）

県 道

行 及び 用 の安全 を るため道 に た 道の 、 等を（都）

を めとする 事 や道 事 により計画的に実施する。

事 は当該年度実施 （ 及び の全て）である。

道

道の通行の安全を するため、 及び交通安全施 の を行う。

道の 及び交通安全施 の

道

道の通行の安全を するため、 事 を行うとともに、交通安全施 の を行う。

道の 、 及び交通安全施 の
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

道 における交通安全対策の推進

項大項 道 交通 の

等による交通事 対策の推進

速 道等

速 道等の （ ４年４ ）

県 道

行 及び 用 の安全 を るため道 に た 道の 、 等を（都）

を めとする 事 や道 事 により計画的に実施する。

事 は当該年度実施 （ 及び の全て）である。

道

道の通行の安全を するため、 及び交通安全施 の を行う。

道の 及び交通安全施 の

道

道の通行の安全を するため、 事 を行うとともに、交通安全施 の を行う。

道の 、 及び交通安全施 の
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全施 等 事 の推進

大項 道 交通 の

会 計画に基づき、 行 及び 用 の を に 行 道の を め、交

の推進、道 、 、道 報 置等の と、区画 の更 等を 的に実施するととも

に、 、 がい 等の が になるよう の推進を行う。

た、 道の 置を う 道 の 事、 場の 置、 等の道 事 を計画的に実施する。

交通安全施 等 事 の推進

道事

道事

交通安全施 等の 的

成 年に「 対策の推進に関する関係 会議」において策定 れた「 長

基 計画」等に して、 長期的な に った 施 の更 、施 の長 、

の 等を推進する。

行 の前 となる 道の道 が 、 、 、 等の により、その

が な れないよう、 的かつ な を行う

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

行 対策及び 道 対策の推進

「 」による 速度規 と 等の な 合 による「 」の につい

て、道 と公安 会が して速度 対策の 実を る等の 的かつ総合的な交通対策を推進する

とともに、通 や を に が 的に 団で する における安全 安 な 行 の

を るほか、道 や道 な の交通安全施 の を行う。

た、 用 の 、 の推進、安全上 のある の対策等による 行 の

安全な通行 を する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

道 対策の推進

道 の機 の 上のため、 速 行 の や 号機の 定の計画的な見 し等

を推進するとともに、 号機の 、 、 、 等の 度 を推進するともに、 号

機等 した交通安全施 についての計画的な更 を推進し、 大交通事 の な の交通の安全

と を する。

た、交通事 が 定の区 に して する 道 の事 において、事 の 的

な による事 の に基づき、交通 号機の 、交 等総合的な対策を実施する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全施 等 事 の推進

大項 道 交通 の

会 計画に基づき、 行 及び 用 の を に 行 道の を め、交

の推進、道 、 、道 報 置等の と、区画 の更 等を 的に実施するととも

に、 、 がい 等の が になるよう の推進を行う。

た、 道の 置を う 道 の 事、 場の 置、 等の道 事 を計画的に実施する。

交通安全施 等 事 の推進

道事

道事

交通安全施 等の 的

成 年に「 対策の推進に関する関係 会議」において策定 れた「 長

基 計画」等に して、 長期的な に った 施 の更 、施 の長 、

の 等を推進する。

行 の前 となる 道の道 が 、 、 、 等の により、その

が な れないよう、 的かつ な を行う
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行 対策及び 道 対策の推進

「 」による 速度規 と 等の な 合 による「 」の につい

て、道 と公安 会が して速度 対策の 実を る等の 的かつ総合的な交通対策を推進する

とともに、通 や を に が 的に 団で する における安全 安 な 行 の

を るほか、道 や道 な の交通安全施 の を行う。

た、 用 の 、 の推進、安全上 のある の対策等による 行 の

安全な通行 を する。
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道 対策の推進

道 の機 の 上のため、 速 行 の や 号機の 定の計画的な見 し等

を推進するとともに、 号機の 、 、 、 等の 度 を推進するともに、 号

機等 した交通安全施 についての計画的な更 を推進し、 大交通事 の な の交通の安全

と を する。

た、交通事 が 定の区 に して する 道 の事 において、事 の 的

な による事 の に基づき、交通 号機の 、交 等総合的な対策を実施する。
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 等の の 実

大項 道 交通 の

市町村と し、市町村における地域公共交通の の作成な 、地域 の に する たな

を し、 を めとする地域 の の 実を推進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 行 の

大項 道 交通 の

や がい 等を めて全ての が安全に、安 して し できる 会を実 するため、 の い

道 行 道の や 道の の 、 合 （ ）の 、 、

がい 用 の 等による 行 の 的 的な を推進する。

た、 を めとする安全 安 な 行 を する。

㸦 ୰ᅜᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 の推進

大項 道 交通 の

安全で な通行 の 、道 の の 上、 な の 成、 報通 の の

上、 の から、道 の 等を行う に を推進するとともに、 共 の 等

の による を るほか、地上機 の による 行 の安全 な の を推

進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全施 等 事 の推進

大項 道 交通 の

交通 対策の推進

交通安全に するため、 号機の 、交 の 体 、 かりやすい の 置、 の交通 に

じた必要な の 度 の 置等を推進するほか、 用 の 、道 の り しの な

道 用の や 対策を実施することにより、交通 の 大を るとともに、 て からの

二 の を推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

度道 交通 （ＴＳ）の推進による安全で な道 交通 の実

交通 報の や交通 に した 号 その他道 における交通の規 を 域的かつ総

合的に行うため、交通 の 大を め、交通 の 実 を る。

交通実 に じた 号 の 度 や 交通 （ Ｔ Ｓ Universal Traffic Management Systems）

の 推進により、 報 を し、道 交通 報 の 実等を る。

会 計画に基づ 交通安全施 （各年度 計）

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

道 交通 の の 進

「 号機 」（はがき、 等を 用して、地域 や 等道 用 から道

等に関する意見を けるもの。）等を 用し、地域 等が じている意見を り れ、交通安全

施 の や対策を実施する。

「道の 」の 用

地域 の 場 の実施

道 、交通 及び地域 や道 用 の 体的な のもと、「交通安全総 」「通 交

通安全 」として道 の を行い、行政と な 地域が一体となった り を通じて交

通の安全 を る。

大交通事 や事 において、地域 の交通関係団体や の を た 場 を実施

し地域 の意見を た道 交通 の を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

会議等の 用

「 県道 交通 安全推進 会議」等の 会議を 用し、 の を けつつ、施

策の 画、 、進行 等に関して 議を行い、的 かつ 実に安全な道 交通 の実 を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

༲಼ۂࣆ ฑ��೧ౕ ฑ��೧ౕ ฑ��೧ౕ ྫݫ೧ౕ ྫ̐೧ౕ ྫ̑೧ౕ
ิऄࣞ৶ߺඍ خ̖̒���� خ̖̒���� خ̗̒���� خ̎̓���� خ̎̓���� خ̎̓����
৶ߺ̛̜̣حԿ خ̖̖̐�� خ̖̖̑�� خ̖̗̖�� خ̗̏̕�� خ̗̒̓�� خ̖̗̓��
ޭϑʖαϱඍ خ̖̗̏�� خ̎̎̐�� خ̐̏̐�� خ̏̐̕�� خ̏̐̐�� خ̏̐̕��
Խࣞڻ৶ؽߺඍ خ̗̐̏�� خ̎̑̏�� خ̐̑̏�� خ̔̑̏�� خ̔̑̏�� خ̑̏̕��
߶ྺं״Ԣ৶ؽߺඍ خ̐̓���� خ̑̓���� خ̑̓���� خ̑̓���� خ̑̓���� خ̑̓����
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 等の の 実

大項 道 交通 の

市町村と し、市町村における地域公共交通の の作成な 、地域 の に する たな

を し、 を めとする地域 の の 実を推進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 行 の

大項 道 交通 の

や がい 等を めて全ての が安全に、安 して し できる 会を実 するため、 の い

道 行 道の や 道の の 、 合 （ ）の 、 、

がい 用 の 等による 行 の 的 的な を推進する。

た、 を めとする安全 安 な 行 を する。

㸦 ୰ᅜᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 の推進

大項 道 交通 の

安全で な通行 の 、道 の の 上、 な の 成、 報通 の の

上、 の から、道 の 等を行う に を推進するとともに、 共 の 等

の による を るほか、地上機 の による 行 の安全 な の を推

進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢ 㸧

－ 9－



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 的な交通規 の推進

大項 道 交通 の

地域の に じた交通規

「通 交通の用に する道 」「地域交通の用に する道 」「 行 の用に する道 」等、道

の 用実 に じた交通規 を推進するとともに、「 」による 速度規 と 等の な

合 による「 」の について、道 と して速度 対策の 実を るほか、

通 や を に が 的に 団で する 等における安全 安 な 行 を するた

め総合的な交通規 を実施する。

安全で機 的な都市交通 のための交通規

安全で機 的な都市交通を するため、計画的に都市 における交通規 を推進し、交通 の な

を る。

交通実 の変 等に した交通規 の推進及び道 交通 の更なる

道 、地域 、 施 の 等による交通事 の変 を的 に して、 での

総合的な対策を実施するとともに、 速度、 、 号 等の交通規 について、実 速度、 上 実

、交通 等の地域の交通実 及び地域 、道 用 等の意見も 、計画的な見 しを推進する。

速度規 については、「 県 速度 指 」を 、 要な 道 においては、道 や

道 、実 速度、交通事 等を しつつ、規 速度の見 しや規 の 知 置等を計画的

に推進するとともに、 道 においては、速度 対策を 的に推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 用 の総合的 事項

大項 道 交通 の

安全で な 用 の

公安 会と道 が して、 の安全な通行 を する。

た、 が 行 な の い 道である 行 道、 の や の 置等、総合

的に 用 を する。

用通行 上の りを実施する。

等の 対策の推進

の安全 用の 進及び 等の 対策の総合的推進に関する （ 年 第 号）に基

づき、 等の 対策を総合的に推進する。

大規 道の

地域の を 、 施 を 用し、交通の安全を し、 の 大に対 した や

に しめる大規 道の を推進する。

୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ┴㒔ᕷィ⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ

┴㆙ᐹ㏻つไㄢ

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 度道 交通 （ＴＳ）の 用

大項 道 交通 の

道 交通 報通 の

での 報、交通規 の 等の道 交通 報を する Ｓの を推進するた

め、 を するとともに、 報 の 実を る。

㸦 ୰ᅜ⥲ྜ㏻ಙᒁࠊ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

交通 の推進

交通 を に、 の 等との 方 通 が な を 体として交通 を総

合的に することにより、 度な交通 報 、公共 の 通行、交通公 の 、安全 の 、

行 の安全 等を り、交通の安全及び を しようとする Ｔ Ｓの に基づき、 の

実等を推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

交通事 のための の推進

交通 の 等を 用して、 に対して の交通 を に 報 する

ことにより、 要 に対する 意を し、交通事 の を る安全 の 進を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

Ｔ 2.0の

Ｔ の通 を とした Ｔ 2.0 の 及を 一体となって する。

Ｔ 2.0 により、 Ｔ に 、安全 、 の といった 報

を実 する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫ 㸧

道 事 に係る 度 報 の推進

に した安全かつ な の 行を実 するため道 事 において実 実 等の実施

を 、ＴＳ を 用した、 等の を推進し、公共交通機関の 用 進や の を進め

る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁࠊ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

度道 交通 （ＴＳ Intelligent Transport System）
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 度道 交通 （ＴＳ）の 用

大項 道 交通 の

道 交通 報通 の

での 報、交通規 の 等の道 交通 報を する Ｓの を推進するた

め、 を するとともに、 報 の 実を る。

㸦 ୰ᅜ⥲ྜ㏻ಙᒁࠊ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

交通 の推進

交通 を に、 の 等との 方 通 が な を 体として交通 を総

合的に することにより、 度な交通 報 、公共 の 通行、交通公 の 、安全 の 、

行 の安全 等を り、交通の安全及び を しようとする Ｔ Ｓの に基づき、 の

実等を推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

交通事 のための の推進

交通 の 等を 用して、 に対して の交通 を に 報 する

ことにより、 要 に対する 意を し、交通事 の を る安全 の 進を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

Ｔ 2.0の

Ｔ の通 を とした Ｔ 2.0 の 及を 一体となって する。

Ｔ 2.0 により、 Ｔ に 、安全 、 の といった 報

を実 する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫ 㸧

道 事 に係る 度 報 の推進

に した安全かつ な の 行を実 するため道 事 において実 実 等の実施

を 、ＴＳ を 用した、 等の を推進し、公共交通機関の 用 進や の を進め

る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁࠊ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

度道 交通 （ＴＳ Intelligent Transport System）

－ 11 －



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通 要 の推進

大項 道 交通 の

公共交通機関 用の 進

道 交通の が しい道 での 用 な の交通規 や公共 （ Ｔ Ｓ）

な の 、 の な 公共交通機関の 用 進を る。

た、 道、 、 等の公共交通機関の を るための施策を推進するほか、

たな である Ｓ等の地域 の に する の な 、地域の に った

公共交通機関 の を り 用を 進する。

らに、公共交通機関の り 等による な公共交通の実 を すことにより、 用 の

上を る。

、 等を推進し、 通 から 道 等の公共交通機関 の

による な道 交通の実 を る。

た、 用を する の 進するため、 、 を の 用を る「

」とするとともに、 の に した の 用を行う「 」の推進に全県的に

り こととし、県をはじめ県 の市町村や 及び団体等とともに推進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴⎔ቃᨻ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

用の

共 の 等による の 上な の により や の の 進を

る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴⎔ቃᨻ⟇ㄢ 㸧

交通 要の 準

交通 要の の交通を するため、 報等の交通 報 の 実を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴⎔ቃᨻ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

に た道 交通 の

事項大項 道 交通 の

に た道 の

大規 地 の 地の や に な 道 を するため「

道 の の 」を推進する。

県 道 の の

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ㧗㏿㐨㊰᥎㐍ㄢ 㸧

に い交通安全施 等の 推進

道 の 全、道 に する交通の 、 等の における道 の 速かつ的

な を 的として、交通 の 度 と機 の 、道 用 （ Ｔ ）の

を推進する。

た、 の に する 号機の機 による を するため、 として

号機 置や 対策用 、 機の と な を推進するととも

に、 機等の について関係機関 団体、 等との 関係の を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

における交通規

は、 地 の の 等の交通規 を 速かつ的 に実施するとともに、大規

には、 交通 を するため、 対策基 年 第 号 に基づ 通行 以

の 通行 規 を実施する。

た、道 交通の を に るため的 な 指 報を行うとともに 報を する道

報 等の を推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

における 報 の 実

に う通行 め等の道 交通規 報を 速に し、道 用 道 交通 報 や

等を 用した 報 の 実を る。

た、通行 め等の における道 交通規 報 の り方について、道 等の関係機関及び

報道関係 で き き を進める。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

に た道 交通 の

事項大項 道 交通 の

に た道 の

大規 地 の 地の や に な 道 を するため「

道 の の 」を推進する。

県 道 の の

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㐨㊰ᘓタㄢࠊ㧗㏿㐨㊰᥎㐍ㄢ 㸧

に い交通安全施 等の 推進

道 の 全、道 に する交通の 、 等の における道 の 速かつ的

な を 的として、交通 の 度 と機 の 、道 用 （ Ｔ ）の

を推進する。

た、 の に する 号機の機 による を するため、 として

号機 置や 対策用 、 機の と な を推進するととも

に、 機等の について関係機関 団体、 等との 関係の を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

における交通規

は、 地 の の 等の交通規 を 速かつ的 に実施するとともに、大規

には、 交通 を するため、 対策基 年 第 号 に基づ 通行 以

の 通行 規 を実施する。

た、道 交通の を に るため的 な 指 報を行うとともに 報を する道

報 等の を推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

における 報 の 実

に う通行 め等の道 交通規 報を 速に し、道 用 道 交通 報 や

等を 用した 報 の 実を る。

た、通行 め等の における道 交通規 報 の り方について、道 等の関係機関及び

報道関係 で き き を進める。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 総合的な 対策の推進 事項

大項 道 交通 の

きめ やかな 規 の推進
道 、交通実 、 要等の変 に い、より な を するため、 、 、 等

による交通 の変 等の 的 と、道 の区 との交通 や道 の 等の場 的 の
から、 の に係る 規 の見 しをはじめ、 の 及び場 に じたきめ かな 規
を推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

対策の推進
の い に 指 し、地域の実 に じた りを推進する。

交通事 の となった や、 的な 等 な については、 の 及を
する
他方、 を 及できない 置 については、 用 の を 及する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

を しようとする機 の 成
報 の推進

の 及び の 場 の 等に関し、県 の 的な 報 を行う。
地域交通安全 推進 度の
地域交通安全 推進 による 的な 等により、 の を ながら

の機 成を る。
㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 道 交通 報の 実 事項

大項 道 交通 の

報 体 の 実
する道 用 の にこた て道 用 に対し必要な道 交通 報を することにより、安

全かつ な道 交通を するため、 等の たな 報 を 用しつつ、交通
、 通 、 知 、交通 報 、道 報 置等の による 報 体

の 実を る。
㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

度交通 （ＴＳ）を 用した道 交通 報の 度
度交通 （ＴＳ）の一 として、 に 等の道 交通 報を する Ｓや Ｔ 2.0の

を 的に ることにより、交通の を り、交通 を し、交通の安全と を推進す
る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

かりやすい道 交通 の
等の交通規 の実 を るための に れた規 の びに 用 の

に した 的で かりやすい 及び 変 の を推進する。
た、 要な 道 の交 及び交 において、 号等を用いた の 置を推進する

とともに、地 を 用した 表 の実施等により、 の進 の対 に努める。
㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ࣭⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

交通安全に する道 交通 の

事項大項 道 交通 の

道 の 用及び 用の 等

道 及び道 交通 の規定に基づ 用（ 用） 基準の な 用を る。

た、道 用 条 の 行、 用 等の の を る。

道 の 用及び 用の

作 の 置、 事等のための道 の 用及び 用の に当たっては、道 の を 全し、安全かつ

な道 交通を するために な 用を行うとともに、 条 の 行、 用 等の の

について指 する。

用 の

道 交通に を る 用 等については、市 地を として、実 、 な指 により

その に努める。

用 等を一 するため 道 れあい 」等を に、 を めとする道 用 に対

し、 を 的に行う。

道の 、 等の置場 、 告 用 の を る。

行政指 は を り し、 しない なものは、行政 執行等の 行 置を行う。

告については、 上 告 等の 用基準に するものは、 るよう に対して

指 を行う。

道 の り しの 等

道 の り しを う 用 事については、 な り しと 事に う交通事 を するた

め、施 期や施 方 を する。

の地 進

な の 成、安全で な道 交通や な 行 の 等を るため、道 地下 を 用し

た や を する 共 の 進を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

施 等の 進

に う交通事 や 年の 等の に対 して、都市 の一 道 において しの

ための や 、道の 等の 施 等の を 的に推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢ 㸧

道 に基づ 通行の は

道 を 全し、交通の を するため、や を ないと められる場合には、 速かつ的 に通行の

は を行う。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢ 㸧

地域に じた安全の

交通の安全は地域に した であることから、地域の の や道 の 用実 等を し、その

に じた道 交通 の を行う。

た、 地域においては 期の安全な道 交通を するため、 号 の 、 号機

の の 等を推進するとともに、 対策として な や

の実施、交 等における 施 等の 、 、 場等の を推進する。

らに、安全な道 交通の に するため、 等を し、道 用 に する道 報

置等の を推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

交通安全に する道 交通 の

事項大項 道 交通 の

道 の 用及び 用の 等

道 及び道 交通 の規定に基づ 用（ 用） 基準の な 用を る。

た、道 用 条 の 行、 用 等の の を る。

道 の 用及び 用の

作 の 置、 事等のための道 の 用及び 用の に当たっては、道 の を 全し、安全かつ

な道 交通を するために な 用を行うとともに、 条 の 行、 用 等の の

について指 する。

用 の

道 交通に を る 用 等については、市 地を として、実 、 な指 により

その に努める。

用 等を一 するため 道 れあい 」等を に、 を めとする道 用 に対

し、 を 的に行う。

道の 、 等の置場 、 告 用 の を る。

行政指 は を り し、 しない なものは、行政 執行等の 行 置を行う。

告については、 上 告 等の 用基準に するものは、 るよう に対して

指 を行う。

道 の り しの 等

道 の り しを う 用 事については、 な り しと 事に う交通事 を するた

め、施 期や施 方 を する。

の地 進

な の 成、安全で な道 交通や な 行 の 等を るため、道 地下 を 用し

た や を する 共 の 進を る。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

施 等の 進

に う交通事 や 年の 等の に対 して、都市 の一 道 において しの

ための や 、道の 等の 施 等の を 的に推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢ 㸧

道 に基づ 通行の は

道 を 全し、交通の を するため、や を ないと められる場合には、 速かつ的 に通行の

は を行う。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢ 㸧

地域に じた安全の

交通の安全は地域に した であることから、地域の の や道 の 用実 等を し、その

に じた道 交通 の を行う。

た、 地域においては 期の安全な道 交通を するため、 号 の 、 号機

の の 等を推進するとともに、 対策として な や

の実施、交 等における 施 等の 、 、 場等の を推進する。

らに、安全な道 交通の に するため、 等を し、道 用 に する道 報

置等の を推進する。

㸦 ୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁᯇỤᅜ㐨ົᡤ㺃⏣Ἑᕝᅜ㐨ົᡤࠊ┴㐨㊰⥔ᣢㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

的かつ体 的な交通安全 等の推進

事項大項 ２ 交通安全意 の 及

に対する交通安全 の推進

に対しては、基 的な交通 や交通 及び において安全に道 を通行するために必要

な基 的知 の に け、 、 、 定こ も 、 等と し、 、 、

等を 用した交通安全 や交通安全 による に じた交通安全 を実施すると

ともに、関係機関 団体と し、通 における定期的な安全指 や安全 を実施する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧

に対する交通安全 の推進

に対しては、 行 及び 用 として必要な知 を 、 の安全の ならず、

他 の安全にも できるようにするため ＴＡ等と し 交通安全 等による 体

実 の交通安全 を実施する。

に、 行 の 及び の は、 の 年 が も いことから、こうした実

を、その 等にも るよう 知 等を する。

た、関係機関 団体と し、通 における定期的な安全指 や安全 を実施するほか、地域の交通

安全 の を 進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

に対する交通安全 の推進

に対しては、 行 及び 用 として必要な知 を 、 の安全の ならず他

の安全にも できるようにするため、 、 ＴＡ等と した 体 実 の 等のほか、

指 地区等における 指 を実施し、 の安全な 用を 進するための交通安全 を

的に実施する。

た、 （ の交通事 実 ）による 交通安全 を県

７ で する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧

に対する交通安全 の推進

に対しては、 の 用 及び二 の として必要な知 を るとともに、交

通 会の一 としての を った行 ができるよう、 、 ＴＡ等と した 体 実 の

や二 安全 講 会等のほか、 指 地区等における 指 を実施し、 及び二

の安全な 用を 進するための交通安全 を 的に実施する。

に、 用 の は、 年 が も 、２年 がこれに次 ことから、こうした実 を、

や 等にも るよう 知 等を する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

的かつ体 的な交通安全 等の推進

事項大項 ２ 交通安全意 の 及

共通 における交通安全

における交通安全 の

においては、 に たる交通安全 の推進を る から、 他の の の下に、交

通 会の一 としての を し、交通安全意 と交通 の 上に努め、 の 場を する

き 会 を 成するため、 地域 会との な を りながら、 の の や地

域の実 に じ、交通安全 を計画的、 的に行う。

指 要 を 、体 、 体 、 （ ） 、 会 、 行

事等の 及び総合的な の を に 全体を通じて、 行 としての安全な行

、 の安全な 用、交通規 の 、 と 、 当な について計画的、 的に指

する。

に、 等 においては、 い となる を 、 を する以前から、

として てお べき安全意 を 成する を行い、 に必要な のか を る。

行事の交通安全に関する を 実 、関係機関等と を りながら、 的に指 を行う。

道 との関 を りながら、 、規 の 等安全にかか る の指 を する。

指 の の 上

安全（ 安全 交通安全 安全） の で交通安全 に関する講 等を け、指 の

成 の 上を る。

安全 計画

各 域とも 年は の２会場で実施

指 の 成、 上を る 安全（交通安全）

成 年度から 域 の に変更、交通安全は 成 年度より 年で実施

の

の 会 交通 年団 及び 等 の 会 の 的 を通じて交通事

を る。

関係機関 団体等との な のもとに、安全施 の 置や 的な指 を推進する。

安全な通 の と安全指

通 については、安全 の い道 を 定し、定期的、 的に を実施し安全の に努めると

ともに、安全な通行の指 の を る。

については、関係機関の のもと に を行い、実 に した を行うほか

道 や と し交通安全施 の 、交通規 の実施等により実 を める。

㸦 ┴ᩍጤᩍ⫱ᣦᑟㄢ 㸧
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ި௪҈સ ˕ ˕ ˕
સ҈֒ࡄ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕

रݜસ҈ߏָ
ྫ̑೧ࣰౕ ྫ̒೧ౕܯժˠ ฑ��೧ౕʛྫ̑೧ౕྩܯ

ण਼ंߪ �ਕ ��ਕ ����� ਕ

ި௪҈સݜर

－ 16 －



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

的かつ体 的な交通安全 等の推進

事項大項 ２ 交通安全意 の 及

共通 における交通安全

における交通安全 の

においては、 に たる交通安全 の推進を る から、 他の の の下に、交

通 会の一 としての を し、交通安全意 と交通 の 上に努め、 の 場を する

き 会 を 成するため、 地域 会との な を りながら、 の の や地

域の実 に じ、交通安全 を計画的、 的に行う。

指 要 を 、体 、 体 、 （ ） 、 会 、 行

事等の 及び総合的な の を に 全体を通じて、 行 としての安全な行

、 の安全な 用、交通規 の 、 と 、 当な について計画的、 的に指

する。

に、 等 においては、 い となる を 、 を する以前から、

として てお べき安全意 を 成する を行い、 に必要な のか を る。

行事の交通安全に関する を 実 、関係機関等と を りながら、 的に指 を行う。

道 との関 を りながら、 、規 の 等安全にかか る の指 を する。

指 の の 上

安全（ 安全 交通安全 安全） の で交通安全 に関する講 等を け、指 の

成 の 上を る。

安全 計画

各 域とも 年は の２会場で実施

指 の 成、 上を る 安全（交通安全）

成 年度から 域 の に変更、交通安全は 成 年度より 年で実施

の

の 会 交通 年団 及び 等 の 会 の 的 を通じて交通事

を る。

関係機関 団体等との な のもとに、安全施 の 置や 的な指 を推進する。

安全な通 の と安全指

通 については、安全 の い道 を 定し、定期的、 的に を実施し安全の に努めると

ともに、安全な通行の指 の を る。

については、関係機関の のもと に を行い、実 に した を行うほか

道 や と し交通安全施 の 、交通規 の実施等により実 を める。

㸦 ┴ᩍጤᩍ⫱ᣦᑟㄢ 㸧

Ү໌ ฑ��೧ ྫݫ೧ ྫ̐೧ ྫ̑೧ ྫ̒೧ ྫ̓೧
ਫ਼҈સ ˕ ˕ ˕
ި௪҈સ ˕ ˕ ˕
સ҈֒ࡄ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

的かつ体 的な交通安全 等の推進

事項大項 ２ 交通安全意 の 及

成 に対する交通安全 の推進

等における交通安全

の は での が となることから、 指 等の の 上を る

とともに 準の一 の 上に努める。

た、 の に対しては、公安 会が行う各 講 、 が 講 の に じ

て行う 、地域 域における各 講 会や 体 実 の交通安全講 等により交通安全

を推進してい ほか、交通安全 会や安全 会な が安全 の一 として行う交通安

全 や「 を交通事 から る事 」等地域における交通安全 に対して 的な指

を行う。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

公 等における交通安全 の 及

公 、 、 会 、 年の 、 年 の な の 会 施 に、

な を し、安全 の 及に努める。

公 等を会場に、交通安全 等を する。

各 における交通安全 の

交通安全について する を け、 的講 による指 を行う。

年を対 とする 会においては、 しい としての を につけ、交通規 、

交通道 を り、安全な を がけることを とした を行う。

、 ＴＡ、 会、 年団、町 会等での びに講 においては、地域 る 、 場

る の交通安全指 についての 体的な施策を する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴ᩍጤ♫ᩍ⫱ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

的かつ体 的な交通安全 等の推進

事項大項 ２ 交通安全意 の 及

に対する交通安全 の推進 事項

市町村、 、交通安全 会等との を し「 おう 」や の一

等を 用した 体 実 の交通安全 を推進する。

びに講 においては、 行 としての交通 を り、安全の 、安全な 行、 の安全な

のこなし方な について、実施指 を とした を行うほか、 の安全 用に係る講 会の実

施に努める。

た、県 全 を対 に、 や交通安全 等による での交通安全指 及び

指 等を実施するとともに「 安全安 おう 」による 的な交通安全 の 実を る。

らに、交通安全講 会、 報 、 等あら る機会を 用し、 行 （

行）の 行を す 報 を推進する。

に対しては、 講 及び更 講 における の の 実に努めるとともに、交

通安全 による 知機 体 指 や 、交通安全 （ 長 交通安全

号）による を 的に推進するほか、安全 の 及 を推進する。

の交通安全 指 実施

に対する交通安全

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

がい に対する交通安全 の推進

地域における の場を 用して、 がいの 度に じたきめ かい交通安全 を推進するとともに

等を対 とした講 会を する。

た、 がい が安全に できるよう、講 の 実や の が すべき事項についての安全

に努めるとともに、 成 年４ から公道 行が となった の安全 行に けた

を進める。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

に対する交通安全 の推進

が の交通 に関する知 の 及を 的として、 の 用 や 用 を めた 域での交通安全

を する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

的かつ体 的な交通安全 等の推進

事項大項 ２ 交通安全意 の 及

に対する交通安全 の推進 事項

市町村、 、交通安全 会等との を し「 おう 」や の一

等を 用した 体 実 の交通安全 を推進する。

びに講 においては、 行 としての交通 を り、安全の 、安全な 行、 の安全な

のこなし方な について、実施指 を とした を行うほか、 の安全 用に係る講 会の実

施に努める。

た、県 全 を対 に、 や交通安全 等による での交通安全指 及び

指 等を実施するとともに「 安全安 おう 」による 的な交通安全 の 実を る。

らに、交通安全講 会、 報 、 等あら る機会を 用し、 行 （

行）の 行を す 報 を推進する。

に対しては、 講 及び更 講 における の の 実に努めるとともに、交

通安全 による 知機 体 指 や 、交通安全 （ 長 交通安全

号）による を 的に推進するほか、安全 の 及 を推進する。

の交通安全 指 実施

に対する交通安全

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

がい に対する交通安全 の推進

地域における の場を 用して、 がいの 度に じたきめ かい交通安全 を推進するとともに

等を対 とした講 会を する。

た、 がい が安全に できるよう、講 の 実や の が すべき事項についての安全

に努めるとともに、 成 年４ から公道 行が となった の安全 行に けた

を進める。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

に対する交通安全 の推進

が の交通 に関する知 の 及を 的として、 の 用 や 用 を めた 域での交通安全

を する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

༲಼ۂࣆ ྫ̑೧ࣰౕ ྫ̒೧ౕඬ
ި௪҈સݺพࢨ �������ਕ �������ਕ
ˠ߶ྺंਕɻ�������ਕʤྫ̑೧��݆ਬܯਕʥ

－ 19 －



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 的な交通安全 の推進 事項

大項 ２ 交通安全意 の 及

をはじめとした 講 が安全に道 を通行するために必要な 及び知 を し、その必要 を

してもらうため、 体 実 の交通安全 を推進する。

交通安全 の推進

交通安全 を行う機関 団体は、交通安全 に関する 報を共 し、他の関係機関 団体の めに じ

て交通安全 に用いる 機 の 用、講 の 等、 の を りながら交通安全 を推進する。

た、 講 の年 や道 交通 の の に じた交通安全 指 の 成 、 等の 実及

び や 機 を 用するな 的な の に努める。

らに、交通安全 の を し、必要に じて の方 、 用する の見 しを行うな 、 に

的な交通安全 ができるよう努める。

このほか、 前の に 、 画を 用した 機会の やＳ Ｓ等各 体の 的 用な 、対

によらない交通安全 や 報 についても 的に推進する。

指 の 成

の交通安全 に関する指 の 上を るとともに、地域交通安全 推進 、安全

、 体の交通指 等、交通安全 に る に対しても、 体的に を実施できる指 として

の 成 の 上を り、地域実 に した 的な安全 を計画的かつ に推進する。

交通安全 作 の 進

交通安全について や な と し合い ら実 してい ため 交通安全 作

の県 を 進する。

の推進

が安全 意 の 上にもつながることから、 講 会による安全意 と

行 の 意 の を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㟷ᑡᖺᐙᗞㄢࠊ┴ᩍጤᩍ⫱ᣦᑟㄢࠊ┴ᩍጤ♫ᩍ⫱ㄢࠊ┴⎔ቃᨻ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 及 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

交通安全県 の推進 事項

県 一 とりの交通安全意 の定 と 上を り、 しい交通 と交通 の実 を づけるた

め 及 を 的 計画的に推進する。

交通安全県 実施要綱に基づき、 の全 交通安全 、その他の交通事 を、年 を通

じ、県 総 る で する。

４年度県 年

の交通事 （ ）

の交通事

の

全ての の と の しい 用の

の安全 用の推進（ に、「 安全 用五 」の ）

全 交通安全

期 を定めて行う

各 期 に一 行 を 定する。

を定めて行う

は が 、 に当たるときは、その の を とする。

交通 事 報 の

その他の行事

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 及 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

交通安全県 の推進 事項

県 一 とりの交通安全意 の定 と 上を り、 しい交通 と交通 の実 を づけるた

め 及 を 的 計画的に推進する。

交通安全県 実施要綱に基づき、 の全 交通安全 、その他の交通事 を、年 を通

じ、県 総 る で する。

４年度県 年

の交通事 （ ）

の交通事

の

全ての の と の しい 用の

の安全 用の推進（ に、「 安全 用五 」の ）

全 交通安全

期 を定めて行う

各 期 に一 行 を 定する。

を定めて行う

は が 、 に当たるときは、その の を とする。

交通 事 報 の

その他の行事

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 及 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

の交通事 対策の推進 事項

が、 に って じる 体機 の変 が行 に及 す 等を ら した上で、安全かつ安 し

て したり することができるよう、 や交通安全 による の 指

や 等の 用 進 、 行 等の交通安全 機 を 用した 体 実 交

通安全 に 、 における かけ 、 知機 を通じた安全指 等を行い に対

する施策を して推進するほか、関係機関 団体と した「 を交通事 から る事 」

な の 的な 施策を推進し、交通 の と しい交通 の実 を づける。

た、 の安全意 を るとともに、他の年 に対し、 の を 、

を る いやりのある 意 の定 を るため、 の 用 進について を げた 報

を実施する。

行 の安全 項

道を の 行 の安全を するため、 行 等 等の交 関 りを推進す

る。 行 には、 道の 用等の交通 の と道 の意 表 や 前 の安全 の

についての を推進するほか、 体及び関係機関 団体と した 報 を行うとともに、各

報 体を 用して 知を る。

の安全 用の推進 事項

用 に対する の 知

市町村や 、 関係事 等と し「交通の方 に関する 」や「 安全 用五 」を

用した 的かつ 的な 報 を実施するな 、 のほか、 が な大 、

等の い 用 に対して は を め 通行が であるな 通行 等

の を るとともに、 講 度の 知 に努める。

た、地域交通安全 推進 や各市町村交通指 、地域 等と共 で 指 を 的

に推進する。

らに、 事 の実 や 用による を る 報 により、

を 用することの 要 について 知を るとともに、全ての年 の 用 に対する

用を す。

安全 の推進

、 会等との を して、 に対する 安全 を に推進するとともに

の い の 用等により の 実に努める。

た のほか や 、 等にも対 を 大して、 等を 用

した 体 実 の 大会を 的に実施するほか、更 講 において、

の通行 や の安全 のため すべき事項等についても 知するよう努める。

らに、 二 用 用 に対し、 安全 を実施する。

の安全 の

れ から の交通事 のため、 めの の と 用 の 及 進をすることに

より、 の の 上を る。

た、 用 が定期的に や しい 用方 等の指 を ける機 を 成するとともに、

事 による の に するため各 の 及に努める。

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 及 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

を めた全ての における の しい 用の 事項

における 用 の 成 年６ を 、市町村や関係機関 団

体等と し、交通指 りや、各 講 等のあら る機会及び各 報 体を通じて、 の 知に努

めるとともに、各 講 会や交通安全 等あら る機会 体を通じた 報 や 実 、

等を 用するな して 用による を 、全ての における の に

ついて 用の を る。

の しい 用の 事項

の 用 及び しい 用方 について、 、 、 等と した

り け講 会や指 成のための 会等を し、 の体 に した の 用、 しい

り け方等 な 用方 についての 報 及び指 の を るとともに、６ 以上であっても、体

等により を に 用 ることができない には を 用 ることにつ

いての 報 に努める。

た、市町村や 団体等が実施している各 度の 用を通じて の 用しやすい

づ りを推進する。

めの と の 及 進 事項

には、 めの と上 き のこ めな り 、 行 及び 用 には、

れ から における交通事 に が期 できる の 及を るため、各 報 体を 用し

て 的な 報 を推進するとともに、関係機関 団体と し、 の 用 を る交

通安 を する。

に けた規 意 の 事項

体をはじめとする関係機関 団体と し、 の や による交通事 の実 につい

て、各 報 体を 用して 知を るほか、 及び や した に対する につ

いて り し するとともに、 体 の 用や における 体 等、

が に及 す を実 できる を推進する。

らに、地域交通安全 推進 や交通安全 会、安全 会等を通じ、地域や 域 との

に けた きかけ、 の 及 進な 、 機 の 成を る。
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項 交通安全に関する 及 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

を めた全ての における の しい 用の 事項

における 用 の 成 年６ を 、市町村や関係機関 団

体等と し、交通指 りや、各 講 等のあら る機会及び各 報 体を通じて、 の 知に努

めるとともに、各 講 会や交通安全 等あら る機会 体を通じた 報 や 実 、

等を 用するな して 用による を 、全ての における の に

ついて 用の を る。

の しい 用の 事項

の 用 及び しい 用方 について、 、 、 等と した

り け講 会や指 成のための 会等を し、 の体 に した の 用、 しい

り け方等 な 用方 についての 報 及び指 の を るとともに、６ 以上であっても、体

等により を に 用 ることができない には を 用 ることにつ

いての 報 に努める。

た、市町村や 団体等が実施している各 度の 用を通じて の 用しやすい

づ りを推進する。

めの と の 及 進 事項

には、 めの と上 き のこ めな り 、 行 及び 用 には、

れ から における交通事 に が期 できる の 及を るため、各 報 体を 用し

て 的な 報 を推進するとともに、関係機関 団体と し、 の 用 を る交

通安 を する。

に けた規 意 の 事項

体をはじめとする関係機関 団体と し、 の や による交通事 の実 につい

て、各 報 体を 用して 知を るほか、 及び や した に対する につ

いて り し するとともに、 体 の 用や における 体 等、

が に及 す を実 できる を推進する。

らに、地域交通安全 推進 や交通安全 会、安全 会等を通じ、地域や 域 との

に けた きかけ、 の 及 進な 、 機 の 成を る。
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 及 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

的な 報の実施

県 一 とりの交通安全に対する関 と意 を め、交通 の と交通 の実 の づけを

るとともに、各 安全 の 的な と を るため、あら る 報 体と機会を 用し、 的

かつ な 報に努める。

に対しては、 を めた と の しい 用、 、

の 等の 用 、 の 、 れ の交通事 、 道に

おける 行 、 と の 等について 報を行い、交通事 を る。

に対しては、 や市町村 報 等、 けの 報 体を 的に 用し、関係機関 団体及び

町 会等の を通じて各 に するきめ かな 報に努め、 の 、 と の 、

の 用等、交通安全意 の からの を る。

交通安全 会等の 団体が行う交通安全に関する 報 を するため、交通事 に関する

報の を 的に行うほか、報道機関の を て、全県 を対 として交通安全に対する の

成を る。

交通安全 、 の 的な 報を通じて県 を げての交通安全 の を 進する。

、 等を 用した交通安全 の実施

各 の の 期をとら た 、 の作成

用な による市町村 交通安全推進団体に対する な交通安全 報の

県や市町村の 報 による 報

関係機関 団体による 報

い体 用 （ ）等交通安全 用 の

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧

速 道等における交通安全

速道 における交通事 を するため、 速道 用 の交通安全 を実施する。

交通安全 期 等に県 速道 交通 等の関係機関と して、交通安全 を実施

する。

交通安全を びかける や を 掲 するとともに、 を 用し、交通安全

を実施する。

速道 等における （地 、 、 、 ）や、 における交通事 の安全 置等の

報を実施する。

、お 、年 年 等の交通 期に、 が れる について事前 報を行い、

交通事 のため 報を実施する。

に する交通事 に努めるため、 等の関係 の 報を実施する。

㸦 す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫୰ᅜᨭ♫ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 団体等の 体的 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

の交通安全団体については、交通安全指 の 成、交通安全 に対する 、必要な 報の

等を通じて、その 体的な を するとともに、団体 の 体 の を る。

た、 県交通安全対策 議会を に交通安全 を 、交通安全に関する県 げての 、

らに地域 の交通安全指 、 に っている市町村の交通指 の を推進する。

県交通安全対策 議会の の

年 を通じて交通安全県 の一 の推進を るとともに 成団体 の交通事 報や交通事

計な な 報 を行うことによって地域の交通 に じた 的な交通安全 の推進を

る。

報 等実施

市町村交通安全対策 議会の 的 の 進

交通事 の が事 当事 の 地域 で していることから、市町村や 会等の で地区交通安

全対策 議会の 成を 進するとともに、この が となり、 体 をもって各 の交通安全対策を

的に推進する。

交通安全推進団体 の き けと 体的な の推進

等 の き けと に対する安全 指 の推進

公 場等 な施 を 用した 実 講 会を実施するほか、 等に き け、

や交通安全 （ 長 安全号）の 的な 用等により を 進し、

に対して 体機 の 下を した安全 指 を推進する。

て、 行 （ ）の 行を す 報 を推進する。

等 の き けと に対する交通安全 の 進

とその の交通安全 を推進している 等の の となる指 を対 とした

会等を し、指 の 上を るとともに、必要な 報の を 的に行い、

等の の 進を る。

その他

地域交通安全 推進 議会、交通安全 会、安全 会等交通安全推進団体 の 的な

交通 報の を行い、これらの団体の 的な を する。

を げた安全 の 及

事 や の と の い等による事 を するため、

や い 進 置等を した安全 について、 を げて 及 に努め

る。

た、安全 について、 等の 施 を 会の実施場 として するな

、各 機会を 用して 及 に努めるほか、その 用に当たっての 意 等に対する の 進を る。

交通指 の

交通指 の 上を るため、交通指 会を する。

交通指 事
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通安全に関する 団体等の 体的 の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

の交通安全団体については、交通安全指 の 成、交通安全 に対する 、必要な 報の

等を通じて、その 体的な を するとともに、団体 の 体 の を る。

た、 県交通安全対策 議会を に交通安全 を 、交通安全に関する県 げての 、

らに地域 の交通安全指 、 に っている市町村の交通指 の を推進する。

県交通安全対策 議会の の

年 を通じて交通安全県 の一 の推進を るとともに 成団体 の交通事 報や交通事

計な な 報 を行うことによって地域の交通 に じた 的な交通安全 の推進を

る。

報 等実施

市町村交通安全対策 議会の 的 の 進

交通事 の が事 当事 の 地域 で していることから、市町村や 会等の で地区交通安

全対策 議会の 成を 進するとともに、この が となり、 体 をもって各 の交通安全対策を

的に推進する。

交通安全推進団体 の き けと 体的な の推進

等 の き けと に対する安全 指 の推進

公 場等 な施 を 用した 実 講 会を実施するほか、 等に き け、

や交通安全 （ 長 安全号）の 的な 用等により を 進し、

に対して 体機 の 下を した安全 指 を推進する。

て、 行 （ ）の 行を す 報 を推進する。

等 の き けと に対する交通安全 の 進

とその の交通安全 を推進している 等の の となる指 を対 とした

会等を し、指 の 上を るとともに、必要な 報の を 的に行い、

等の の 進を る。

その他

地域交通安全 推進 議会、交通安全 会、安全 会等交通安全推進団体 の 的な

交通 報の を行い、これらの団体の 的な を する。

を げた安全 の 及

事 や の と の い等による事 を するため、

や い 進 置等を した安全 について、 を げて 及 に努め

る。

た、安全 について、 等の 施 を 会の実施場 として するな

、各 機会を 用して 及 に努めるほか、その 用に当たっての 意 等に対する の 進を る。

交通指 の

交通指 の 上を るため、交通指 会を する。

交通指 事
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 県 の の推進

大項 ２ 交通安全意 の 及

交通安全は、県 の交通安全意 により られることから、県 らが交通安全 に 的に できる

づ りや を 定して地域の実 に した り を推進する。

に、交通安全 の を めるため、県 の年 に を 定して り 。

年 に対 した の 定

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 等の 実

大項 ３ 安全 の

を しようとする に対する の 実

の に関し、交通事 の 、道 等の交通 を した の 実に努

める。

の 指 等の の 上、 の 実を るな 、 準の 上に努める。

を しようとする に対する 講 の 実に努める。

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

に対する 等の 実

講 、 講 、 講 、 講 、更 講 及び 講 等が 的

に行 れるように、講 及び講 方 の 実、講 指 の 上、講 機 等の 等と

実 等による 体 実 の の 実を る。

に を する から、 の 講 では、 を に を けた

に対して や 等の 行 の指 を行

うとともに、 講 では、 を用いた 体 の実施や にかか

る による を 成し、 らには更 講 や 講 等の各 講 においては、

による事 事 を り れるな 、 に を置いた を推進する。

の 度を べるための に関する

べ の を 、 のた

めの 定、 成 の を行い、 の 行 について を指 すること。

については、 に を した に対する も実施するな 、地域の交通安全

としての機 を 進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ࣭┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

等の な に対する 講 での

により、 講 の を した上で、必要な 的指 等を実施し、 な

の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

二 安全 対策の推進

講 のほか、 二 安全 講 や 等安全講 の推進に努める。

の 施 及び体 の 等を 進し、二 に対する の 実に努める。
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項 等の 実

大項 ３ 安全 の

を しようとする に対する の 実

の に関し、交通事 の 、道 等の交通 を した の 実に努

める。

の 指 等の の 上、 の 実を るな 、 準の 上に努める。

を しようとする に対する 講 の 実に努める。

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

に対する 等の 実

講 、 講 、 講 、 講 、更 講 及び 講 等が 的

に行 れるように、講 及び講 方 の 実、講 指 の 上、講 機 等の 等と

実 等による 体 実 の の 実を る。

に を する から、 の 講 では、 を に を けた

に対して や 等の 行 の指 を行

うとともに、 講 では、 を用いた 体 の実施や にかか

る による を 成し、 らには更 講 や 講 等の各 講 においては、

による事 事 を り れるな 、 に を置いた を推進する。

の 度を べるための に関する

べ の を 、 のた

めの 定、 成 の を行い、 の 行 について を指 すること。

については、 に を した に対する も実施するな 、地域の交通安全

としての機 を 進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ࣭┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

等の な に対する 講 での

により、 講 の を した上で、必要な 的指 等を実施し、 な

の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

二 安全 対策の推進

講 のほか、 二 安全 講 や 等安全講 の推進に努める。

の 施 及び体 の 等を 進し、二 に対する の 実に努める。
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－ 27 －



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 等の 実

大項 ３ 安全 の

対策の 実 事項

講 の 的な実施に努めるとともに、更 講 における の 等に努める。

た、 以上の に対する 講 については、 知機 という 体的 の 下に す

るの ならず、 と 一の を行うこと等を通じて、 に う 体機 の 下が の

に を及 す があること等について る指 を行う。

以上の が一定の 行 をした場合には、 に 知機 を行い、 知機 の 下

の について を行うとともに、一定の基準に該当する については、 の 講 を実施し、

知機 の 下を した安全 に努めるよう指 する。

以上で一定の のある に対する により、 の更 に実 に

よる 行を行い、一 等の についてその が一定の基準に該当する には の更 を

しないこととなることから関係 の 知等を行い、 度の かつ な 用に努める。

の交通事 の な により、 の 実方策に努める。

に う 体機 の 下な により に 安のある に対しては、 行 （ ）の

行や、 に関する での し合い 等 の 等について きかける。

知機 の 等に基づいて、 知 の いのある の に努め、 の 実な実施

等により、安全な に のある については、 の 等の な行政 を行う。

た、 の な実施のための 知 等との を するな 、体 に努める。

の安全意 を めるため、 以上の に対して の表 の 進を ると

ともに、 を表 した に対する 意 の を びかける。

の としての機 が に 用 れるよう 度について 知

を るとともに、関係機関 団体と して を しやすい の を る。

に対する 指 により、 に う 体 の 下に じた を指 するな 、安全

の を す。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

及び 用 の しい 用の

関係機関 団体と し、各 講 会、安全 等あら る機会を通じて 用 について 報 し、

用の を る。

た 等の の 用の を るため 事 等と した 報 を推進する。

用 に対する での指 りの を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

安全 の の 実

交通事 の 、 の通知 を的 に行うとともに、 の安全意 上のための

Ｓ の 及を 進する。

安全 における各 の 施 を 用し、体 的な交通安全 の 講を する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 等の 実

大項 ３ 安全 の

行 に対する指 等

「安全 安 な 用に けた 行 の更なる 全 対策」（ 成 年３ 交

通 ）に基づき、 行 がこれ で以上に安全かつ安 に 用 れるように事 に対して指

するとともに、事 の 的な り に対する を行うことにより、 全体の一 の 全

を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ㸧

事 等に 事する に対する の実施

行 一 講 や事 に対する 等の機会を て の を する。

に基づいた な指 を実施する

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

な の 期 等

行政 度の かつ 速な 用により、 な の 期 に努める。

の 、 更 の 、 及び の的 な実施により、

の し等の事 に該当する 等の 見に努める。

行政 執行

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

खভ਼݇ ం਼݇ࢯ
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 等の 実

大項 ３ 安全 の

行 に対する指 等

「安全 安 な 用に けた 行 の更なる 全 対策」（ 成 年３ 交

通 ）に基づき、 行 がこれ で以上に安全かつ安 に 用 れるように事 に対して指

するとともに、事 の 的な り に対する を行うことにより、 全体の一 の 全

を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ㸧

事 等に 事する に対する の実施

行 一 講 や事 に対する 等の機会を て の を する。

に基づいた な指 を実施する

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

な の 期 等

行政 度の かつ 速な 用により、 な の 期 に努める。

の 、 更 の 、 及び の的 な実施により、

の し等の事 に該当する 等の 見に努める。

行政 執行

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

खভ਼݇ ం਼݇ࢯ
ྫ̑೧ࣰౕ ���݇ ���݇
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 県 の 場に った の推進

大項 ３ 安全 の

安全 の 実

安全 については、 等の を するための な 置を執るとともに、 当

の 的知 の 上を り、安全 の一 の 実に努める。

た、 体 がい 用に した 等の による を実施するとともに、 に対

する指 を行い、 体 がい に対する 体 の 実の 進を る。

大規 対策の推進

大規 による の を のものとするため、 等の

、 の の 置、 用 機の 、 関 の の

等を推進する。

た、大規 において、 を 、 等した からの 交 に 速に対 するた

め、 から交 での 体 の と 要 の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 安全 の推進 事項

大項 ３ 安全 の

な安全 に けた な指 等

事 等における 的な安全 の推進及び安全 等の 上を るため、安全

での の 講、 の 用等による安全 等の 下にある の 、

的な 会の 、 事 の実施等について指 を する。

に、交通事 事 、安全 等 定講 の 講事 、 、 置 等に係る指

や の 用 を けた事 等安全 上 のある事 については、 の要 や

の 指 等の実施により、 の体 及び方 の 等の指 を する。

た、 たに 対 となる事 の に努め、 事 の一 を る。

の 用 等 の 及の

の 用 の に関してな れたと められる道 交通 については 用 及び 長等

の通知を行うとともに、 用 、安全 等による 、 等の下 等につ

いては、 用 等の を 及し安全 の を る。

的かつ な安全 等講 の実施

安全 及び 安全 に対する講 を上げるため、講 の 定に 意するほか、

を り れた 的な方 による講 の実施を 進する。

らに、講 の で交通安全 指 の やそれに基づ 体的な 実施 を するな 、安全

等が事 の に対して行う 指 に った交通安全 に必要な指 に努める。

安全 等講 実施 と計画

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 事 の安全対策の 実

大項 ３ 安全 の

すべての 事 は、 から 場の に る で の安全が も 要であることを し

安全 により ず の安全 の 上に努めなければならないことから、 安全

に関する 報を する。

安全 等を通じた安全体 の

事 等の 行 に対し、 交通大 が 定した指 講 の 講を 進し、 の 上を

る。

事 等の安全意 の を るため、事 用 による 大事 の 、事 用 に係る安全

対策等の 報を する。

事 が り 、 での安全 を 進するため、 等の 用による事

実施に対して を行い、 での安全 の 実を る。

の

における 知 の 用 に い、 実な の実施を指 する等、 に

けた り の を行う。

Ｔ を 用した安全対策の推進

、 行 計等の安全 の に する機 の 及 進に努めるため、こ

れらの機 に対して を行うとともに、 事 における 、 行 による事 の

策の を に、かつ、 的 的に実施するための 用 について 知を る。

や 等により した 報な を た総合的 を 用し、更なる事 の を

る。

会における を た事 対策

による事 対策を推進する。

合 における 事 の実 を た を推進する。

との事 、 要な要 等を た事 対策

事 報告規 （ 年 号）に基づ 交通事 報の に 事

に係る交通事 要 のための 報 の 実 を る。

た、 を事 用 に し、交通事 等について を行い、 及

進を る。

事 用 の事 会の を た対策

会的 の大きな事 用 の 大事 については、事 の にある 的 的な の更なる

を めた や、より 的な 対策について事 等が に対 し、事 の に

けた を 進する。

の 事 対策の推進

事 等に 事する に 及び講 会の 講を 進する。

た、事 に対して、事 、 及び に対する びに

を 進し、安全 の に努める。

事 に対する の

事 に対して、 行 の を るため、 体 の 、 対 の 等により指

等を実施するとともに、関係事 団体を通じて指 に努める。

行政 を けた事 を公表する。

事 安全 事 の 進等

事 については、 事 実施機関を通じて指 に努める。

他の となる安全に係る り 、画期的 進的な安全に係る り を「安全対策

」として する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 事 の安全対策の 実

大項 ３ 安全 の

すべての 事 は、 から 場の に る で の安全が も 要であることを し

安全 により ず の安全 の 上に努めなければならないことから、 安全

に関する 報を する。

安全 等を通じた安全体 の

事 等の 行 に対し、 交通大 が 定した指 講 の 講を 進し、 の 上を

る。

事 等の安全意 の を るため、事 用 による 大事 の 、事 用 に係る安全

対策等の 報を する。

事 が り 、 での安全 を 進するため、 等の 用による事

実施に対して を行い、 での安全 の 実を る。

の

における 知 の 用 に い、 実な の実施を指 する等、 に

けた り の を行う。

Ｔ を 用した安全対策の推進

、 行 計等の安全 の に する機 の 及 進に努めるため、こ

れらの機 に対して を行うとともに、 事 における 、 行 による事 の

策の を に、かつ、 的 的に実施するための 用 について 知を る。

や 等により した 報な を た総合的 を 用し、更なる事 の を

る。

会における を た事 対策

による事 対策を推進する。

合 における 事 の実 を た を推進する。

との事 、 要な要 等を た事 対策

事 報告規 （ 年 号）に基づ 交通事 報の に 事

に係る交通事 要 のための 報 の 実 を る。

た、 を事 用 に し、交通事 等について を行い、 及

進を る。

事 用 の事 会の を た対策

会的 の大きな事 用 の 大事 については、事 の にある 的 的な の更なる

を めた や、より 的な 対策について事 等が に対 し、事 の に

けた を 進する。

の 事 対策の推進

事 等に 事する に 及び講 会の 講を 進する。

た、事 に対して、事 、 及び に対する びに

を 進し、安全 の に努める。

事 に対する の

事 に対して、 行 の を るため、 体 の 、 対 の 等により指

等を実施するとともに、関係事 団体を通じて指 に努める。

行政 を けた事 を公表する。

事 安全 事 の 進等

事 については、 事 実施機関を通じて指 に努める。

他の となる安全に係る り 、画期的 進的な安全に係る り を「安全対策

」として する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通 の 等

大項 ３ 安全 の

交通 の

交通 対策の推進

「交通 のための 」の 知

交通 当 の の推進

団体等が行う交通 の指

陸上 事 会等が各 の一 として行う交通

について指 を行う。

た、交通 当 及び 事 安全 の実施について指

に努める。

道 における の 、 陸上 事 における 作 の安全対策

」の 知 等

の 条 の

基準の

長 を とする交通 の を るため の 等の のための基

準（ 基準）」の を する。

の 条 のための 指

の 等の 条 の を り、 て交通事 に するため、 基準等に基

づき、

、 、 及び 等の

な 行計画の とその 行

条 の と 規 の

及び の

の 全実施と事 置の

による 対策の

進 合 度の に係る指 等の

を に 指 を実施する。

的 の 進のための指

指 の 用により、 基準の 知を り、 て 的な を 進する。

関係行政機関との

基準の 行 を り、 て交通事 の に するため、 、 県

等関係行政機関との を し、交通事 会議を して意見交 を行うとともに、 通報

度を 用し必要に じて合 の を実施する。

た、県 の における の 及び長 の を実 するための 体的な

等を るため、 等の関係機関と して を進める。

団体等 の 要

の 等の 基準の 全 を るため 団体等 き け、 要 を る。

㸦 ᓥ᰿ປാᒁ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 道 交通に関する 報の 実

大項 ３ 安全 の

に関する 報 の 実等

、 及び の について、 及び 機関と し、 の 行、

の 及 進 びに の 及び の基準 合の指 を行い、事 を る。

安 会 合会、 地域 議会及び 安 会 合会の を通じ、 行 の交通事

の びに交通事 が した場合の に する 報 の 実を る。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢ 㸧

上 の陸上 における安全の 事項

関係事 に対し、 の 等に関する 報の や の 実な実施等を とす

る 成 年に策定 れた「 上 の陸上における安全 」の 知を る。

た、 上 の を た安全対策を するため、関係 が 的に り べき安全

対策等について、 成 年度から 成 年度にかけて「 上 に係る事 対策推進

事 」において実 実 による 的 や 報の に関する実 等を行った のとり と

め、及び 成 年度に策定 れた 上 の陸上における安全 （ 成 年４

）の 知を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

報等の 実

報体 の 等、地 の 報体 の 等、 報の 等

報体 の 等

、大 、 等の しい な の を 期かつ に し、 な 報

報 報等を 表するため、 報体 の を る。

た、 的な として、 機関（WMO）が策定した （WWW）計画を 的に

推進する。

地 の 報体 の 等

地 による を するため、地 を して地

に関する 報を に 表し、 速かつ 実に するとともに、 に次のことを行う。

地 速報（ 報及び 報）の 用の推進

地 速報（ 報及び 報）について の対 行 等の らなる 知 報を行うとともに

交通機関における 用の推進を るため や 用の方 等の 及 及び 度 上に り

。

報等の 実な 用

地 計による に基づき速やかに 報等の第一報の 表を行う。

その 、 域地 計を 用した地 の規 の な や 合 計を 用した の 規

の 等の を行い、それらに基づ 報等の更 を に行う。

体 と 等の 体 の推進

の の に基づき、 が必要な （この に ると に が及 ）を

して 報等を 表するとともに、 からの 議会における 計画の共 を

通じて、 の を推進する。
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 道 交通に関する 報の 実

大項 ３ 安全 の

に関する 報 の 実等

、 及び の について、 及び 機関と し、 の 行、

の 及 進 びに の 及び の基準 合の指 を行い、事 を る。

安 会 合会、 地域 議会及び 安 会 合会の を通じ、 行 の交通事

の びに交通事 が した場合の に する 報 の 実を る。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢ 㸧

上 の陸上 における安全の 事項

関係事 に対し、 の 等に関する 報の や の 実な実施等を とす

る 成 年に策定 れた「 上 の陸上における安全 」の 知を る。

た、 上 の を た安全対策を するため、関係 が 的に り べき安全

対策等について、 成 年度から 成 年度にかけて「 上 に係る事 対策推進

事 」において実 実 による 的 や 報の に関する実 等を行った のとり と

め、及び 成 年度に策定 れた 上 の陸上における安全 （ 成 年４

）の 知を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

報等の 実

報体 の 等、地 の 報体 の 等、 報の 等

報体 の 等

、大 、 等の しい な の を 期かつ に し、 な 報

報 報等を 表するため、 報体 の を る。

た、 的な として、 機関（WMO）が策定した （WWW）計画を 的に

推進する。

地 の 報体 の 等

地 による を するため、地 を して地

に関する 報を に 表し、 速かつ 実に するとともに、 に次のことを行う。

地 速報（ 報及び 報）の 用の推進

地 速報（ 報及び 報）について の対 行 等の らなる 知 報を行うとともに

交通機関における 用の推進を るため や 用の方 等の 及 及び 度 上に り

。

報等の 実な 用

地 計による に基づき速やかに 報等の第一報の 表を行う。

その 、 域地 計を 用した地 の規 の な や 合 計を 用した の 規

の 等の を行い、それらに基づ 報等の更 を に行う。

体 と 等の 体 の推進

の の に基づき、 が必要な （この に ると に が及 ）を

して 報等を 表するとともに、 からの 議会における 計画の共 を

通じて、 の を推進する。
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 道 交通に関する 報の 実

大項 ３ 安全 の

報の 等

交通事 の に するため、 に次の 報を に 表し、関係機関等に 速かつ 実

に する。 た、 に対し、 や 交通 報 を通じて

報等を で かり する。

報 報 報等

による道 交通 が れる は、 に 報 報 報等を 表し、

報 等を用いて、関係機関に 速かつ 実に するとともに、報道機関等の によ

り道 用 に 知する。 た、 による の 度を地 上に に表 する「大

報の （ 度 ）」や、 の 的な を す「 の （

報）」についても、 や報道機関等を通じて道 用 に 知

する。 らに、 に大 により な道 交通 が見 れる場合は、 交通 と し、大 に

対する 交通 表を実施し、道 用 に を びかける。

地 速報（ 報及び 報）、 報等

地 による道 交通 が れる は、 に 地 速報（ 報及び 報）、

報等、地 報等を 表し、 報 等を用いて、関係機関に 速かつ 実に する

とともに、報道機関等の により道 用 に 知する。

地 報等

長 は、大規 地 対策 置 の規定に基づ 地 対策 地域に係る大規 な地

が するおそれがあると める は、 に地 知 報を 総 大 に報告する。

た、 いで な を した場合や 地 の が 対的に っ

たと した場合等には、「 地 報」を 表し、 報 等を用いて、

関係機関に 速かつ 実に するとともに、報道機関等の により道 用 に 知する。

報等

による道 交通 が れる は、 からの 議会で共 した 計

画に基づき、当該道 の交通規 等の 対 がとられるよう を した 報等を

表する。

た、道 用 の に じた な 行 に するよう、 報を に 表する。

これらの 報を、 報 等を用いて、関係機関に 速かつ 実に するとともに、

報道機関等の により道 用 に 知する。

知 等の 及

事 や 機関の 当 に対し、 報 報 報等の 等に関する 会や

、 報等の 用方 等に関する講 会の 、 報 の作成 等により、 、地 、 に

関する知 の 及を行う。

㸦 ᯇỤᆅ᪉Ẽ㇟ྎ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 道 交通に関する 報の 実

大項 ３ 安全 の

その他の

「 度道 交通 （ＴＳ）」の推進に けての り

安全で な道 交通を し、 する道 用 の に るためには、道 用 に対し道

交通 報を して合 的な に し、交通の による道 の 用 を めるとともに、安全

等の 及 進を ることが必要ある。

報、 要 、規 報等の道 交通 報を 速的 に し、 に対して

に する「道 交通 報通 （ Ｓ）」や「 用 域通 （ＴＳ ）」の 報 の

実等を るとともに、 通 等の安全 の らなる 及や 度 を進めるな

、道 交通の安全 のため、 度道 交通 の推進に けた関係機関との に努める。

に う の の

会や 大会等の に し、 場 等の 及び会場 の交通安全を するための

的な 報 ができる、 に う の の に対して、 に けた 対 や指

等を行う。

の 及 進

等の を通じて、地域 や 等 当該地域に した、きめ やかな道 報

や 等の 場 報を できる「 」（市町村の一 地域を対 に を行う

）の に対して、 に けた 対 や指 等を行う。

県 では 成 年度に、 「（ ） いずも」が している。

㸦 ୰ᅜ⥲ྜ㏻ಙᒁ 㸧

－ 34 －



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 道 交通に関する 報の 実

大項 ３ 安全 の

その他の

「 度道 交通 （ＴＳ）」の推進に けての り

安全で な道 交通を し、 する道 用 の に るためには、道 用 に対し道

交通 報を して合 的な に し、交通の による道 の 用 を めるとともに、安全

等の 及 進を ることが必要ある。

報、 要 、規 報等の道 交通 報を 速的 に し、 に対して

に する「道 交通 報通 （ Ｓ）」や「 用 域通 （ＴＳ ）」の 報 の

実等を るとともに、 通 等の安全 の らなる 及や 度 を進めるな

、道 交通の安全 のため、 度道 交通 の推進に けた関係機関との に努める。

に う の の

会や 大会等の に し、 場 等の 及び会場 の交通安全を するための

的な 報 ができる、 に う の の に対して、 に けた 対 や指

等を行う。

の 及 進

等の を通じて、地域 や 等 当該地域に した、きめ やかな道 報

や 等の 場 報を できる「 」（市町村の一 地域を対 に を行う

）の に対して、 に けた 対 や指 等を行う。

県 では 成 年度に、 「（ ） いずも」が している。

㸦 ୰ᅜ⥲ྜ㏻ಙᒁ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 の 及び の 実 事項

大項 ４ の安全 の

の 体 の 実

道 に基づ の 実な実施を る。

のための 、 体 の 実 を る。

らに指定 事 度の な 用と 用を るため、事 に対する指 を する。

の の 実

用 の 意 を し、 の 進を るため、関係団体の の下「

推進 」を するな 、 用 による を 進する。

の

道 交通に を及 し、 の となるな 会 となっている 等を するため

関係団体の の下「 を する 」を し、 用 等の に係る の

らなる を るとともに、 の実施等により の を する。

実施 と計画

対策の推進

を 用した の 及に い、 事 における の 上を るため、

報の 、 の 及び 成等を推進する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 報の 等

大項 ４ の安全 の

の 用 、 は 用しようとする に対して、安全な に っていた ため、 の 要

を して実施していた こと、 の事 の 、安全 置の 、安全な を でいた

ための の の公表、 の の公表を行う。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

յ਼ࠬݗ ऄྈ਼ࠬݗ ྒྷऄྈ ི֪ ඍໍྫ ܱɻࠄ
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 度の 実

大項 ４ の安全 の

作 の を た 置の共通 や が進 、大規 な が行 れている

ことから、 の を 速かつ 実に実施するため、 置 作 等からの 報 体 の を る。

からの 合 報の を推進するとともに、 に対しては、 の 合に

ついて関 を めるための 関 報等の の 実を る。

安全 に のある については、 行政 総合機 おいて の 等による

的 を行う。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 の安全 の

大項 ４ の安全 の

事 の を るため、 用 が定期的に を ける意 を 成するとともに、 事

による のための 等の やＴＳ（TRAFFIC SAFETY） の 用につい

て指 報を推進する。

た、 れ から における交通事 を るため、 めの の と 用 の 及 進

を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 度の 実

大項 ４ の安全 の

作 の を た 置の共通 や が進 、大規 な が行 れている

ことから、 の を 速かつ 実に実施するため、 置 作 等からの 報 体 の を る。

からの 合 報の を推進するとともに、 に対しては、 の 合に

ついて関 を めるための 関 報等の の 実を る。

安全 に のある については、 行政 総合機 おいて の 等による

的 を行う。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 の安全 の

大項 ４ の安全 の

事 の を るため、 用 が定期的に を ける意 を 成するとともに、 事

による のための 等の やＴＳ（TRAFFIC SAFETY） の 用につい

て指 報を推進する。

た、 れ から における交通事 を るため、 めの の と 用 の 及 進

を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通の指 りの

大項 ５ 道 交通 の

一 道 における 的な指 りの 等 事項

交通事 に する指 りの推進

行 な の交 関 等、速度 、 用等 等の交通事 に する

の い に を置いた りを推進する。

た、通 や 道 における指 りを推進する。

、 、 の い に対する指 りの推進

、 及びその に対する りを するとともに に対する りを す

る。

り

交通指 りの実施 について、交通事 の 実 等を し、その を り計画の見 しに

る、い るPDCA をより一 機 る。

（ ） 用 に対する指 りの推進

用 が 行 の や交通 の 要 を できるよう指 りを推進する。

に、 行 に を及 す な 用 に対する 置を推進する。

速 道等における指 りの 等

速 道では、 な 行 であっても 大交通事 に するおそれがあることから、交通 や

交通事 等の交通の実 に した 的な機 ら等を実施することにより、 の 及び交

通 の を るとともに、 、 、 の い を とし、 に、 しい速度 、

、 、 用等 等の交通指 りを する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項

交通事 事 等にかかる かつ な の

一 の推進大項 ５ 道 交通 の

の を に れた の

交通事 事 等の においては、 の から 第２条、第３条（

）の も に れた の を る。

交通事 事 等に係る の 等

交通事 事 等の を するため、事 を 知した から交通事 事 及び交通事

を 場 場 た 的な や との を る。

た、交通 の実 、交通事 事 定 、実 の 、執 の作成等により、

の 上を る。

交通事 事 等に係る 的 の推進

画 交 や き げ事 等の 定に する 等、 的 を

る 機 を 的に 用するとともに、より の い 的 に基づいた 的交通事 事

等の を推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 対策の

大項 ５ 道 交通 の

関係機関 団体との

年関係機関 団体と して、 報共 を り、 行 の を る。

た、 、 、 場、地域等関係機関 団体との の下、 の 体、 、 等の

を する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ࣭┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

行 のための

等（ 及び 行 を 行する （ に した の 二 等を する ））

及びこれに う のい 場 として 用 れやすい施 の に を め、 等をい ないた

めの施 の 等の づ りを推進するな 関係機関 団体が を し、 行 等が ない道

づ りを講じる。

た、各 報 体の 用や の機会を て、 行 を するための を推進し、

行 を ない づ りを行う。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

行 に対する指 りの推進

団 行 等の 事 に対しては、 り を して共 行 等の 等を 用して

するとともに、当該 の に けた指 を行う。

た、事前の 報 に努め、 団 行 に するおそれがあるときは、 期に 等と を

するな の 置を講じる。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

の の

行 を 行する に対する実 を し、 した 報を関係都道府県 で共 するとと

もに、 等の りを するな 的 な対 を推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

行 を 長するような の な を するとともに、 安基準に 合しない 等が な

に 用 れることがないよう を する 」等を通じ、 報 の推進及び 、関係団体

に対する指 を 的に行う。

た、 けでな 、 等を行った に対して、必要に じて り を行う

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 対策の

大項 ５ 道 交通 の

関係機関 団体との

年関係機関 団体と して、 報共 を り、 行 の を る。

た、 、 、 場、地域等関係機関 団体との の下、 の 体、 、 等の

を する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ࣭┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

行 のための

等（ 及び 行 を 行する （ に した の 二 等を する ））

及びこれに う のい 場 として 用 れやすい施 の に を め、 等をい ないた

めの施 の 等の づ りを推進するな 関係機関 団体が を し、 行 等が ない道

づ りを講じる。

た、各 報 体の 用や の機会を て、 行 を するための を推進し、

行 を ない づ りを行う。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

行 に対する指 りの推進

団 行 等の 事 に対しては、 り を して共 行 等の 等を 用して

するとともに、当該 の に けた指 を行う。

た、事前の 報 に努め、 団 行 に するおそれがあるときは、 期に 等と を

するな の 置を講じる。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

の の

行 を 行する に対する実 を し、 した 報を関係都道府県 で共 するとと

もに、 等の りを するな 的 な対 を推進する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

行 を 長するような の な を するとともに、 安基準に 合しない 等が な

に 用 れることがないよう を する 」等を通じ、 報 の推進及び 、関係団体

に対する指 を 的に行う。

た、 けでな 、 等を行った に対して、必要に じて り を行う

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 体 の

大項 ６ の 実

交通事 による に対 するため、必要な や 体 、施 の を り、 そ

等の 当を 及 し、 た、 、 の 成と の 実を進め、

による 、 速道 における 体 の を 進する。

体 の 事項

交通事 の 、大規 に対 できるよう、必要な や 体 の を推進する。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

における 体 の 実

大規 交通事 等の の が する 大交通事 に対 するため、 体 の 、 の実

施等、 団 事 体 を推進する。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

体 （AED）の 用も めた 等の 当の 及 の推進

の 上に する の県 の 及 事 を実施する。

における 及び 講 、更 講 等において、 置に関する知 の 及に

努める。

交通安全の指 に る 、安全 、交通事 場に する の い 用 等

に対する知 の 及に努める。

㸦 ┴་⒪ᨻ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧

の 成 置等の 進 事項

成施 （ 一 ） 団 の を進め、

を 成する。

実

、 の実施する 置の 度 を るため 体 の を推進する。

（ による ） の に対し、 の指 により や

の 等の 置を行う（一 、 前に行う や もある。）

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

用 機 の の 実 事項

の実施団体に対し、 規 や 度 置用 機 、 通 施 を めとする

施 の を し、 体 の 上を る。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

ྫ̑೧ࣰౕ ྫ̒೧ౕܯժ
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 体 の

大項 ６ の 実

及び による の推進 事項

県の する による については、 成 年度より が で

きるように県と各 との 定を けた。

も による を推進する。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

及び の の 実

県 において、 に必要な知 と の を行う。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

速 道等における 実施体 の

速道 における について、 市町村と 速道 会 は して 速かつ 的な

を行うために、通 体 等の 実を るとともに、 市町村等に 政 置を

講じ、当該市町村等においても、 実施体 の を推進する。

らに、 速道 会 及び関係市町村等は、 に必要な施 等の 、 に対する

の実施を推進する。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 体 の

大項 ６ の 実

及び による の推進 事項

県の する による については、 成 年度より が で

きるように県と各 との 定を けた。

も による を推進する。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

及び の の 実

県 において、 に必要な知 と の を行う。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

速 道等における 実施体 の

速道 における について、 市町村と 速道 会 は して 速かつ 的な

を行うために、通 体 等の 実を るとともに、 市町村等に 政 置を

講じ、当該市町村等においても、 実施体 の を推進する。

らに、 速道 会 及び関係市町村等は、 に必要な施 等の 、 に対する

の実施を推進する。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

－ 41 －



㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 体 の

大項 ６ の 実

機関等の 事項

期 ２次 ３次の 体 の 実

２次 体 の 実

告 を に な 各地域事 に じた 体 がとられているが、 機関

等について を進め、 機 の 準 に努める。

３次 体 （ ）の 実

当 の 成等 事項

に る の に努めるとともに に関する に努める。

た、 も 成施 における実 等を通じて を 当 る の 成に努める。

事 の推進 事項

や が し、 を行いながら、 を できる の 用により、交通事

等で した の の 上や の を る。

㸦 ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 関係機関の 関係の 等

大項 ６ の 実

施 の 速かつ な を するため、 機関 機関等の関係機関における

な 関係を する。

県 度 推進 議会の を通じ、 体 実に けた、関係機関との

を る。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 体 の

大項 ６ の 実

総 、 速道 会 及び 実施 当市町は、 して 速かつ 的な を

る。 た、 速道 交通 、 機関な の関係機関との 体 の を る。

実施体 （ 速 道等）

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢࠊす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫୰ᅜᨭ♫ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 体 の

大項 ６ の 実

機関等の 事項

期 ２次 ３次の 体 の 実

２次 体 の 実

告 を に な 各地域事 に じた 体 がとられているが、 機関

等について を進め、 機 の 準 に努める。

３次 体 （ ）の 実

当 の 成等 事項

に る の に努めるとともに に関する に努める。

た、 も 成施 における実 等を通じて を 当 る の 成に努める。

事 の推進 事項

や が し、 を行いながら、 を できる の 用により、交通事

等で した の の 上や の を る。

㸦 ┴་⒪ᨻ⟇ㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 関係機関の 関係の 等

大項 ６ の 実

施 の 速かつ な を するため、 機関 機関等の関係機関における

な 関係を する。

県 度 推進 議会の を通じ、 体 実に けた、関係機関との

を る。

㸦 ┴ᾘ㜵⥲ົㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通事 の 実

大項 ７ の 実と推進

交通事 の の実施

の に じて実施 を変更する。

の の 上

府の行う事 会や 会 の を通じて、 の 、 に対 しうるよう、交通事

の の 上を る。

についての 報の推進

の 用を めるため、県 報及び市町村 報 や 等の 用な 県 及び関係機関に対する

的な 報 を行うとともに、 場 と を にして、 に対する 的な 知を行う。

た、 （ ）等との により必要な 報 を行う。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧

における交通事 の 実

き げ事 、交通 事 、 を 用する事 等の はその に対して、

の を行うほか、 から事 の 要等について を められた場合に に対 するな 、交通事

事 の 等の に 意した かつ 実な の実施に努める。

「交通事 の き」、「 」の作成 等により、 事 の 要の 、

の 要等の 、政府の 事 、交通事 等の を 的とする機関等の 等、 に対する

な交通事 を推進する。

た、交通事 は の県 の 的 度の 報 や 事 からの 会に対して

に対 する。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 の についての 等

大項 ７ の 実と推進

交通事 の推進

県交通事 を 用し、地域における交通事 を、 交通事 、交通事

、その他 の 団体等の関係機関、団体等と を り かつ な

を推進する。

た、交通事 等において各 の 報を行うほか、市町村等の 報 の 的な 用等により交通事

の 知 を り、交通事 当事 等に対し の機会を する。

の 等の

においては、交通事 に対する かつ 速な の一 とするため、 度の や交通事

を 的に推進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧

㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通事 の 実

大項 ７ の 実と推進

事 等に対する 置の 実

事 による の 実を期するため、 行政 事 対策機 における 度

（交通 等 、 に係る 及び の一 、 行 等 びに 度

の 当の ）の 用 進について、各市町村、 会 事 、 議会等を通じ 的な 報

を行う。

た、 事 による の 施 の 等 度の に対する 置の 実に努める。

事 による の 度による 及び

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

交通事 等の に 意した対策の推進

交通事

交通事 に当たっては、 に 等の に した を推進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧

報の

等に対して、交通事 の 要、 等の 報を するとともに、 事 きの れ等を と

めた「交通事 の き」を作成し、 用する。

度の 実

き げ事 、交通 事 等の 等については、 の 、 等を する

度の 実を る。

た、 の行政 等についての い合 に じ、 な 報の を る。

に対する 等

交通事 を 当する に対しては、 における を実施するほか、各 に対す

る 等を行うとともに、 の 対策関係 の見 しを行い、 等の に し

た が推進 れるよう努める。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧
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㐨㊰㏻Ᏻᑐ⟇
項 交通事 の 実

大項 ７ の 実と推進

事 等に対する 置の 実

事 による の 実を期するため、 行政 事 対策機 における 度

（交通 等 、 に係る 及び の一 、 行 等 びに 度

の 当の ）の 用 進について、各市町村、 会 事 、 議会等を通じ 的な 報

を行う。

た、 事 による の 施 の 等 度の に対する 置の 実に努める。

事 による の 度による 及び

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁᓥ᰿㐠㍺ᨭᒁ 㸧

交通事 等の に 意した対策の推進

交通事

交通事 に当たっては、 に 等の に した を推進する。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢ 㸧

報の

等に対して、交通事 の 要、 等の 報を するとともに、 事 きの れ等を と

めた「交通事 の き」を作成し、 用する。

度の 実

き げ事 、交通 事 等の 等については、 の 、 等を する

度の 実を る。

た、 の行政 等についての い合 に じ、 な 報の を る。

に対する 等

交通事 を 当する に対しては、 における を実施するほか、各 に対す

る 等を行うとともに、 の 対策関係 の見 しを行い、 等の に し

た が推進 れるよう努める。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢࠊ┴㆙ᐹ㐠㌿චチㄢ 㸧
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項

道施 等の安全 の 上

安 等の大項 道交通 の

道施 等の安全 の 上

道施 の 及び を に実施するとともに、 が進 でいる 等の施 について、長

に する を進めるよう指 する。

に、 等による の び 等から しい を いられている地域 道については、 度

等を 用しつつ、施 、 等の な 等の 進を る。 機関の による 度を

用するな して の 上についても推進する。

た、 する 対 するために、 対策の が の となっている。このため、

や 等の の対策の 、地下 等の 対策の 等を推進する。 する 地 等に

て、 道 の や一 場 としての機 の 等を るため、 要 や 等の 対

策を推進する。

らに、 施 等については、 、 がい 等の安全 用にも し、 の 、 方 き

等の な による 対策を き き推進する。

安 等の

等 の速度 機 き 置（ＡＴＳ）等、 置、 置

等の について き き推進を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

道施 等の安全 の 上

安 等の大項 道交通 の

道施 等の安全 の 上

道施 の 及び を に実施するとともに、 が進 でいる 等の施 について、長

に する を進めるよう指 する。

に、 等による の び 等から しい を いられている地域 道については、 度

等を 用しつつ、施 、 等の な 等の 進を る。 機関の による 度を

用するな して の 上についても推進する。

た、 する 対 するために、 対策の が の となっている。このため、

や 等の の対策の 、地下 等の 対策の 等を推進する。 する 地 等に

て、 道 の や一 場 としての機 の 等を るため、 要 や 等の 対

策を推進する。

らに、 施 等については、 、 がい 等の安全 用にも し、 の 、 方 き

等の な による 対策を き き推進する。

安 等の

等 の速度 機 き 置（ＡＴＳ）等、 置、 置

等の について き き推進を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

道施 等の安全 の 上

安 等の大項 道交通 の

道施 の

安 の
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ２ 道交通の安全に関する知 の 及

事 の を める 事 と 事 の は、 用 や 通行 、 道 等が関

係するものであることから、これらの事 の には、 道事 による安全対策に て、 用 等の と

が必要である。

このため、 、 、道 事 等を 対 として、関係機関等の の下、全 交通安全

や 事 等において、 報 を 的に行い、 道の安全に関する しい知 の を

る。

た、これらの機会を 、 及び 道における 等の安全 について かりやすい表

の や の 作等の 置の 知 を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ２ 道交通の安全に関する知 の 及

事 の を める 事 と 事 の は、 用 や 通行 、 道 等が関

係するものであることから、これらの事 の には、 道事 による安全対策に て、 用 等の と

が必要である。

このため、 、 、道 事 等を 対 として、関係機関等の の下、全 交通安全

や 事 等において、 報 を 的に行い、 道の安全に関する しい知 の を

る。

た、これらの機会を 、 及び 道における 等の安全 について かりやすい表

の や の 作等の 置の 知 を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇

項

安 の実施

の の

安全上の 報の共 用

報等の 実

大規 事 等が した場合の な対

安全 の実施

計画 の

大項 ３ 道の安全な 行の

安 の実施

道事 に対し、定期的に は 大な事 等の を 機に 安 を実施し、 の安全の に関する

の 、施 及び の 、 いの 、 等に対する の 等について、

な指 を行うとともに、 の指 の を実施する。 た、計画的な 安 のほか、

の 等の にも 安 を行うな の いたより 的な 安 を実施する等、 安

の 実を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

の の

の の を るため、 を に実施する。

た、 が れるよう、 及び 指 が 等について に 置を講ずるよう指

する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

安全上の 報の共 用

道事 の安全 当 による 道 安 会議 会議を し、事 等及びその

対策に関する 報共 等を行う。

た、安全上の 報を し、速やかに 道事 知 共 することによる事 等の に

用する。

らに、 置等の 用や 場係 による安全上の 報の 的な報告を推進するよう指

する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

報等の 実

道交通に を及 す 、大 、大 、 等の しい 、地 、 、 等の につい

て、的 な実 を行い 関係機関 等が必要な 置を 速にとり るよう、 報 報 報等を

に 表して事 の に努める。

た、これらの 報の の 実と 的 用の 進を るため、前 「道 交通安全対策 ３ 安全

の 道 交通に関する 報の 実（ ）」で べた 報体 の 、地

体 の 、各 報の 、 知 等の 及を行う。

に 等の しい による 等の の に するため 意 報を に 表する

とともに、 の 報として 度 を する。

た、 行 の における地 の 等の の に するため、 地 速報（ 報及び 報

の 道交通における 用の推進を る。なお、 に じて 道事 等がとるべき 対 につ

いて、 からの 議会における共 を通じて合意を る。

道 通報の実施

地方 と 道 との 定に基づき、 県 の 道交通に を る

地 に関し、 道 通報を行う。

㸦 ᯇỤᆅ᪉Ẽ㇟ྎࠊ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇

項

安 の実施

の の

安全上の 報の共 用

報等の 実

大規 事 等が した場合の な対

安全 の実施

計画 の

大項 ３ 道の安全な 行の

大規 な事 等が した場合の な対

及び 道事 における、 の 体 を し、大規 な事 は が した場

合に、 速かつ的 な 報の を行う。

事 等が した場合の を するため、 道事 に対し、 の 行 を的 に して、 道

用 の な 報 を行うとともに、 速な に必要な体 を するよう指 する。

た、 報 を行うに当たっては、 及び にも対 するため、事 等 における

体 の も指 する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

安全 の実施

道事 の安全 体 の を が する 安全 を き き実施する。

た、 安全 を通じて、 事 による 意 の 上及び事前対策の 等を り、

の を するとともに、 による を た 事 の安全 の 及び

事 による を する意 けの を的 に する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

計画 の

道事 に対し、大 の が 上陸する場合な 、 により の に が ずるおそれ

が れるときは、一 に 意するとともに、安全 の から、 の に じて、前 に

報 した上で計画的に の を するな 、安全の に努めるよう指 する。

た、 報 を行うに当たっては、 及び にも対 するため、事 等 における

体 の も指 する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ４ 道 の安全 の

した事 や の進 を 見 れる 道 の 置に関する 安上の 基準の に

対 し、 な指 を行う。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇

項

安 の実施

の の

安全上の 報の共 用

報等の 実

大規 事 等が した場合の な対

安全 の実施

計画 の

大項 ３ 道の安全な 行の

大規 な事 等が した場合の な対

及び 道事 における、 の 体 を し、大規 な事 は が した場

合に、 速かつ的 な 報の を行う。

事 等が した場合の を するため、 道事 に対し、 の 行 を的 に して、 道

用 の な 報 を行うとともに、 速な に必要な体 を するよう指 する。

た、 報 を行うに当たっては、 及び にも対 するため、事 等 における

体 の も指 する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

安全 の実施

道事 の安全 体 の を が する 安全 を き き実施する。

た、 安全 を通じて、 事 による 意 の 上及び事前対策の 等を り、

の を するとともに、 による を た 事 の安全 の 及び

事 による を する意 けの を的 に する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

計画 の

道事 に対し、大 の が 上陸する場合な 、 により の に が ずるおそれ

が れるときは、一 に 意するとともに、安全 の から、 の に じて、前 に

報 した上で計画的に の を するな 、安全の に努めるよう指 する。

た、 報 を行うに当たっては、 及び にも対 するため、事 等 における

体 の も指 する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ４ 道 の安全 の

した事 や の進 を 見 れる 道 の 置に関する 安上の 基準の に

対 し、 な指 を行う。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧
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㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ５ の 実

道の 大事 等に て、 を 速かつ的 に行うため、 の 実や 道事

と 機関、 機関その他の関係機関との 体 の を る。

た、 道 に対する 体 （AED）の 用を めた 等の 当の 及

を推進する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊ࠊ┴ᾘ㜵⥲ົㄢ 㸧

㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ６ の推進

公共交通事 による 等 の の を るため、 交通 に 置した公共交通事 で

は、 公共交通事 が した場合の 報 のための 機 、 等が事 から び な

を ことができる での 長期に たる 機 （ 等からの の 等に関する

の対 や の 等）等を うこととしている。

き き、関係 からの を きながら、 の関係機関との の 、公共交通事 等

の 、公共交通事 による 等 計画作成の 進等、公共交通事 の の

の を 実に進めてい 。

大規 な公共交通事 が した場合には、 の の下、県や市町村 、 機関、 の

団体等が を り、 報 、 等の の や の 等 の推進を る。

㸦 ┴㏻ᑐ⟇ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢࠊ┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢࠊ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㕲㐨㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ７ 道事 等の と事 等

道事 及び 道事 の （ 道 大 ）の を、 らに 速かつ的 に行うため、

を 当する の 的な を 実 、 の 上を るとともに、 たな各 機 を 用した

方 、 の事 等 で られた 、 事 の な 事 の の 用等に

より、 の 度 を る。

た、事 等 の 報については、「 安 報 として 道事 知し、 事 等の に

けた指 を る。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇

項
大項

道の 体交 、 の 及び

行 体 施 の 進

要な道 で交通 の い 道について、道 の に当たっては、 体交 を る。

なお、 道が な 道については、 道 において 行 と 等が することがないよう、 行

を した事 の い の を 進する。

た、 前の 対策に 、当 の対策や 対策等も 対策に 置 け、 から

できる対策を推進する。

これらは、地方 道 議会等において、地域の実 を 、 の 道に係る関係 の 及び

を に進めることとする。

道の 等
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㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇

項
大項

道の 体交 、 の 及び

行 体 施 の 進

要な道 で交通 の い 道について、道 の に当たっては、 体交 を る。

なお、 道が な 道については、 道 において 行 と 等が することがないよう、 行

を した事 の い の を 進する。

た、 前の 対策に 、当 の対策や 対策等も 対策に 置 け、 から

できる対策を推進する。

これらは、地方 道 議会等において、地域の実 を 、 の 道に係る関係 の 及び

を に進めることとする。

道の 等
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㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇

項
大項

２ 安 の 及び交通規

の実施

安 の

機の れた 道は、 機の れていない 道に べて事 が いことか

ら、 道の 用 、 道の 、交通規 の実施 等を し、 実に 機の を行う。

交通 の い 道については、道 交通の 、事 の 等を して必要に じ、

知 置、 報 置、大 置等、より事 の い 安 の を進め

る。

等の 行対策としても が期 できる全方 報 置、 し の 、 知 置

の 規 を推進する。

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊࣭す᪥ᮏ᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ♫୍࣭⏿㟁㌴ᰴᘧ♫ 㸧

道における交通規 の実施

道の 、 安施 の 、交通 等の道 交通 及び地域 、道 用 の意見 要 を

た上、必要に じて を 定した通行 め等の交通規 を実施し、 道における交通の安全と を

る。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻つไㄢ 㸧

㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ３ 道の 合の 進

道の 体交 、 の 等の事 の実施に て、 道のう 、その 用 、う の

等を して、第３、４ 道な 地域 の通行に に を及 ないと められるものについて、

合を進めるとともに、これら 道以 の 道についても に 合を 進する。

た し、 のう 、 道に 道がないか、 道が な場合の 道 については、その を

して、 道の 合を行 ずに実施できることとする。

道の 合

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇

項
大項

４ その他 道の交通の安全及び

等を るための 置

報 の推進

に対策の が必要な 道は、「 安全通行 」を作成 公表し、 を めた

の「見 る 」を推進し、 を ながら各 の を た対策を 的に推進する。

や 行 等の 道通行 に対し、交通安全意 の 上及び における の

作等の 置の 知 を るため、 事 を推進する。

た、 等において、 の通 方 等の を き き推進するとともに、 道事 等による

施 や 等の 機関 事 の 等の を 進する。 事 による 等 の

についても、事 の 等を 、 に対 してい 。

の交通の安全及び の対策に 、 においても、 道の長 による

や の の 等の に対 するため、関係 で に関する 報共 を るととも

に、 の や に けた の 方 を定める を推進する。

（ 道 県道 県道 ）

道における指 り

等の 通行 の 行 に対する指 りを 的に実施する。

道の安全通行のための

事 の は、 や 行 等の交通 の に するものが いことから、各 交通安

全講 等を通じ、 や 行 等の 道通行 に対し「 る、 る、 」の を行うな 、

交通安全意 の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ࣭┴㆙ᐹ㏻つไㄢ࣭┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧
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㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇
項

大項 ３ 道の 合の 進

道の 体交 、 の 等の事 の実施に て、 道のう 、その 用 、う の

等を して、第３、４ 道な 地域 の通行に に を及 ないと められるものについて、

合を進めるとともに、これら 道以 の 道についても に 合を 進する。

た し、 のう 、 道に 道がないか、 道が な場合の 道 については、その を

して、 道の 合を行 ずに実施できることとする。

道の 合

㸦 ୰ᅜ㐠㍺ᒁ㕲㐨㒊 㸧

㋃ษ㐨ࡿࡅ࠾㏻Ᏻᑐ⟇

項
大項

４ その他 道の交通の安全及び

等を るための 置

報 の推進

に対策の が必要な 道は、「 安全通行 」を作成 公表し、 を めた

の「見 る 」を推進し、 を ながら各 の を た対策を 的に推進する。

や 行 等の 道通行 に対し、交通安全意 の 上及び における の

作等の 置の 知 を るため、 事 を推進する。

た、 等において、 の通 方 等の を き き推進するとともに、 道事 等による

施 や 等の 機関 事 の 等の を 進する。 事 による 等 の

についても、事 の 等を 、 に対 してい 。

の交通の安全及び の対策に 、 においても、 道の長 による

や の の 等の に対 するため、関係 で に関する 報共 を るととも

に、 の や に けた の 方 を定める を推進する。

（ 道 県道 県道 ）

道における指 り

等の 通行 の 行 に対する指 りを 的に実施する。

道の安全通行のための

事 の は、 や 行 等の交通 の に するものが いことから、各 交通安

全講 等を通じ、 や 行 等の 道通行 に対し「 る、 る、 」の を行うな 、

交通安全意 の を る。

㸦 ┴㆙ᐹ㏻⏬ㄢ࣭┴㆙ᐹ㏻つไㄢ࣭┴㆙ᐹ㏻ᣦᑟㄢ 㸧
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（都道府県交通安全対策会議の 置及び 事

第 条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置 。

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事 をつか る。

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の 画に関して 議

し、及びその施策の実施を推進すること。

都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県 びに関係指定地方行

政機関及び関係市町村 の を ること。

（都道府県交通安全対策会議の 等）

第 条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び をもって する。

２ 会長は、都道府県知事をもって てる。

３ は、次に掲げる をもって てる。

一 都道府県の区域の全 は一 を する指定地方行政機関の長 はその指 する

二 都道府県 会の 長

総 は道府県 長

四 都道府県知事が都道府県の の のう から指 する

五 地方 （ 年 第 号）第 条の 第一項の指定都市を する都道府県にあっては、指定都

市の長 はその指 する

都道府県の区域 の市町村の市町村長及び 機関の長のう から都道府県知事が する

その他都道府県知事が必要と めて する

４ 都道府県交通安全対策会議に、 の事項を 議 るため必要があるときは、 を置 ことができる。

５ 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の 及び に関し必要な事項は、政 で定める基準

に い、都道府県の条 で定める。

（都道府県交通安全計画等）

第 条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基 計画（陸上交通の安全に関する に る。）に基づき、都道

府県交通安全計画を作成しなければならない。

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項

３ 都道府県交通安全対策会議は、 年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全 は一

を する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」と

いう。）を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全 計画（陸上交

通の安全に関する に る。）に抵触するものであってはならない。

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、す やかに、これ

を 総 大 及び指定行政機関の長に報告し、 びに都道府県の区域 の市町村の長に通知するとともに、その

要旨を公表しなければならない。

５ 都道府県交通安全対策会議は、第 項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、す やかに、

これを、 総 大 及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域 の市町村の長に通知しなけれ

ばならない。

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について

準用する。
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（都道府県交通安全対策会議の 置及び 事

第 条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置 。

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事 をつか る。

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の 画に関して 議

し、及びその施策の実施を推進すること。

都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県 びに関係指定地方行

政機関及び関係市町村 の を ること。

（都道府県交通安全対策会議の 等）

第 条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び をもって する。

２ 会長は、都道府県知事をもって てる。

３ は、次に掲げる をもって てる。

一 都道府県の区域の全 は一 を する指定地方行政機関の長 はその指 する

二 都道府県 会の 長

総 は道府県 長

四 都道府県知事が都道府県の の のう から指 する

五 地方 （ 年 第 号）第 条の 第一項の指定都市を する都道府県にあっては、指定都

市の長 はその指 する

都道府県の区域 の市町村の市町村長及び 機関の長のう から都道府県知事が する

その他都道府県知事が必要と めて する

４ 都道府県交通安全対策会議に、 の事項を 議 るため必要があるときは、 を置 ことができる。

５ 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の 及び に関し必要な事項は、政 で定める基準

に い、都道府県の条 で定める。

（都道府県交通安全計画等）

第 条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基 計画（陸上交通の安全に関する に る。）に基づき、都道

府県交通安全計画を作成しなければならない。

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項

３ 都道府県交通安全対策会議は、 年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全 は一

を する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」と

いう。）を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全 計画（陸上交

通の安全に関する に る。）に抵触するものであってはならない。

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、す やかに、これ

を 総 大 及び指定行政機関の長に報告し、 びに都道府県の区域 の市町村の長に通知するとともに、その

要旨を公表しなければならない。

５ 都道府県交通安全対策会議は、第 項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、す やかに、

これを、 総 大 及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域 の市町村の長に通知しなけれ

ばならない。

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について

準用する。
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（市町村交通安全計画等）

第 条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成するよう努めるも

のとする。

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成しようとすると

きは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見をきかなければ

ならない。

３ 市町村交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計

画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成するよう努めるものとする。

この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであってはならな

い。

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、その要旨を

公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。

６ 市長村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事に

報告しなければならない。

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施計画の変更に

ついて準用する。
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